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マルクス主義 と奴隷制をめぐる諸問題(2)

隷属の多様性 について 一一

福 本 勝 清

1.20世 紀社 会主義の興亡 と 「奴隷制」 の盛衰

社会科学や歴史研究の用語 としての奴隷制は,単 に奴隷が社会の一つの制

度となっているということを意味するにすぎない。だが,「20世 紀社会主義」

における歴史学(マ ルクス史学とかマルクス主義歴史学と呼ばれたもの)に

おいては,特 別な意味を持たされていた。いうまで もなく,奴 隷制は,原 始

社会の崩壊 とともに,最 初に成立する階級社会の生産様式であり,次 の生産

様式である封建的生産様式に先行するものとされた。つまり,そ の成熟から

崩壊の過程において,奴 隷制は農奴制に転化 し,封 建的な生産様式を成立 さ

せるとされ,か つまたその封建社会はその内部から資本主義社会を発生 させ

るとされ,さ らにその資本主義社会か ら社会主義社会が必然的に産み落 とさ

れるとされたため,奴 隷制は人類が必然的に辿 らなければならない不可欠の

歴史発展段階であるとされたのである

そのような不可欠な歴史発展の段階としての奴隷制は,20世 紀社会主義

特有の歴史観,い わゆる 「歴史発展の五段階論」に基づいたものであった。

人間の歴史 は原始社会→奴隷制→封建制→資本主義社会→社会主義社会へと

発展するとする 「歴史発展の五段階論」あるいは 「世界史の基本法則」は,

マルクス主義の創始者たちの歴史観から出たものではないことについては,
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前々稿 「マルクス主義と奴隷制をめぐる諸問題」において明らかにしたとお

りである。マル クス主義の創始者たちばかりでなく,19世 紀末か ら20世 紀

初期に活躍 したヨーロッパの初期マルクス主義者たちもまた,こ のような直

線史観に従ってはいなかった。

1960年 代以後,脱 スター リン化の進展とともに,こ のような五段階論 の

再検討が行われ るようになる。その最 も象徴的な例が,1960年 代中葉以後,

世界的な規模において再開されたアジア的生産様式論争である。 しか しなが

ら,こ の論争は,従 来,五 段階説を奉 じてきた諸国(社 会主義国)の 公式的

見解を覆すには至 らなかった。また,強 固なマルクス史学がすでに確立 して

いた日本においても,様 々な論争が行われ,再 検討が進められたとはいえ,

日本の五段階説である 「世界史の基本法則」が,基 本的な骨格として,揺 ら

ぐことはなかった。公式学説は,基 本的には1989～1991年 の,ソ 連 ・東欧

社会主義圏の崩壊時まで,大 枠 として維持されたといえる。また,そ の後も,

残 された 「社会主義国」(た とえば中国)で は,大 枠としていまだ維持 され

ている。

1960年 代以後の,マ ルクス主義諸学において,奴 隷制 に関る議論は,お

およそ三分野に包含されると考え られる。

① 主 として人類学を中心とする,ア フリカ及びアジア諸民族の奴隷制の

研究

② 古代史,中 世史領域における奴隷制研究

③ アメ リカ奴隷制の研究

これらは互いに関連している。とくに①と③は密接に関連 している。それ

は,奴 隷の送 り手の側であったアフリカの奴隷制と受けての側のアメ リカ奴

隷制の関連であり,か つ,資 本主義的世界システムに組み込まれ,そ のシス

テムのなかで連動 していたことを想起すれば,容 易に了解できるはずである。

また,② と③は,世 界史における奴隷制が,ギ リシア ・ローマの奴隷制 とア

メリカ奴隷制を典型としている以上,奴 隷制研究はつねに,こ の二つの代表
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的な奴隷制を意識せざるをえないか らである。たとえ,こ の二つの大規模な

奴隷制が,世 界史における例外的事象であったと結論づけられたとしても,

研究者たち或いはフィール ドワーカーたちは,自 己が研究対象として関って

いる奴隷制 と,こ の二つの奴隷制との相違を意識せ ざるをえないであろう。

それゆえ,古 典古代世界の奴隷制研究を代表するフィンレイの奴隷制につい

ての見解が,古 代史家や中世史家ばか りでなく,多 くの人類学や民族学研究

者によって参照 されたり,或 いは批判の対象とされるのは,当 然であろう。

おそらく,奴 隷制研究の相当部分をアメリカ奴隷制研究が占めており,か

つマルクス主義者 も,ハ イチの奴隷革命を書き上げたG.L.R.Jamesの 『ブ

ラック ・ジャコバン』以来,多 大な関心をアメリカ奴隷制に置いてきた。 ま

たEugeneGenoveseの アメリカ奴隷制研究もよく知 られている。だが,目

下の筆者の関心がプリミティブな社会と奴隷制の関 り,或 いは階級や国家の

発生と奴隷制の関りにあるため,前 述③の分野については本稿ではとりあげ

ない。

2.1970年 代以降 の奴隷制研究 の新展 開 一 遍在する奴強制

さ て,1970年 前 後 か ら活 発 化 した,主 と して 人 類 学 一 或 い は 人 類 学 的

な歴 史 研 究 一 に お け る奴 隷 制 研 究 は,1980年 前 後 に 次 々 に成 果 を 生 む こ

と に な った。 こ の奴 隷 制 研究 の 高 ま りは,や は りマ ル ク ス主 義 人 類 学 と浅 か

らぬ 関 係 に あ る。 た とえ ば,J.L.Watson(1980)は,人 類 学 の 奴 隷 制 研 究

が,ア メ リカ奴 隷 制 研 究 や古 代史 学(具 体 的 に フ ィ ン レイ)か らの影 響 や 刺

激 を受 け て い る こ とを あ げ,さ らに,ネ オ ・マ ル ク ス主 義 に よ る伝 統 的人 類

学 へ の挑 戦 一 生 産 様 式 論 と りわ け奴 隷 制 的 生 産 様 式(slavemodeofpro-

duction)の 提 起 一 か ら も大 きな 影 響 を受 け て い る こ と を認 め て い る。 こ

の 場 合 の ネ オ ・マ ル クス主 義 とは,ゴ ド リエ や メ イ ヤ ス ー の理 論 的実 践 に始

ま る フ ラ ンス ・マ ル クス主 義 人 類 学,或 い はそ れ らを も含 めつ つ 展 開 さ れ た
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ア ル チ ュ セ ー ル 学 派 の 台 頭 とそ の影 響 を受 け た マ ル ク ス主 義 の 新 動 向 を 指

す%

1980年 前 後 に登 場 した奴 隷 制 研 究 の 成 果 とは,諸 家 が ア フ リカ の 奴 隷 制

を 論 じたMiyers&Kopytoff(1977),同 じ く諸 家 が ア ジ ア及 び ア フ リカ の

奴 隷 制 を論 じたJ.L.Watson(1980),さ ら に東 南 ア ジア の奴 隷 制 を 論 じた

AnthonyReid(1983)一 以 上 い ず れ も論 文 集 の ほ か,Orlando

Patterson(1982),P.E.Lovejoy(1983),ClaudeMeillassoux(1991)等

で あ り,ま た,そ れ以 降発 表 さ れ たM.A.Klein(1993),GwynCampbell

(2004)一 と もに論 文 集 一 等 も,そ の延 長 上 にあ る と考 え られ る。

これ らの 論 者(も し くは編 者)た ち が み な マ ル クス主 義 者 で あ る と い うわ

けで は な い。 著 者,編 者 及 び寄 稿 者 を含 め,マ ル クス主 義 者 は む しろ少 数 を

占 め る で あ ろ う。 だが,奴 隷 制 研 究 の性 質 が然 ら しめ て い る点 にお い て,論

者 た ち は好 む と好 ま ざ る とに か か わ らず マ ル クス主 義 と向 き合 わ ざ る をえ な

い部 分 が あ る よ う に思 わ れ る。 そ れ は,ま ず前 述 しよ うに,奴 隷 制 研 究 を含

む プ リ ミテ ィブ な社 会 の社 会 的諸 関係 を,生 産 様 式 論 的視 角 か ら把 握 しよ う

とす る マル ク ス主 義 人 類 学 の刺 激 を受 け,奴 隷 制 研 究 が進 展 して きた と い う

点 に お いて で あ る。 ま た,同 時 に,人 類 学 が扱 うデ ー タ の 多 くが 植 民 地 下 に

お いて 作 成 され た よ うに,人 類 学 が プ リ ミテ ィ ブな社 会 と触 れ 合 う時,そ れ

はつ ね に資 本 主 義 的 な世 界 シス テ ム に組 み込 ま れ,そ れ に よ って 以 前 の社 会

が よ り歪 め られ た 現 実 に 向 き合 わ ざ る を え な い とい う点 に お い て,人 類 学 研

究 は必 然 的 にマ ル ク ス主 義 あ る い は そ れ に類 似 した思 想 的潮 流 か ら影 響 を 蒙

ら ざ るを え な い 「出生 の 弱 み」 を 抱 え て い る よ うに思 わ れ る。 ポ ス トモ ダ ニ

ズ ム(歴 史 学)の よ う に,解 決 を す べ て言 語 の 問題 に求 め る の な らば,一 応

そ の 問 題 は 棚上 げ にす る こ と が可 能 に な る。 だ が,も し自 らの フ ィー ル ドを

と りま く現 実 に 直 面 す る な らば,お そ ら くこ の 出生 に纏 わ る弱 み か ら容 易 に

は 逃 げ 切 れ な い は ず で あ る。

以上 の論 者 や 編 者 の な か で,そ の著 述 か ら明 確 に マル ク ス主 義 とわ か る の
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メ イ ヤ ス ー とLovejoyだ け で あ る。 だ が,Patterson(1979)は 『ニ ュ ー レ

フ ト ・レ ヴ ュ ー 』 に寄 稿 した も の で あ り,ま たPatterson(1982)一 邦 訳

名 『世 界 の 奴 隷 制 の歴 史 』(2001)一 か ら も,パ タ ー ソ ンが マ ル ク スが 奴 隷

及 び奴 隷 制 を 如 何 に論 じて い たか,そ して ネ オ ・マ ル ク ス主 義 学 派 が 奴 隷 制

的生 産 様 式 を どの よ う に提 起 して い る の か に つ い て も精 通 して い た こ とが 理

解 で き る。 ま たMyers&Kopytoff,Watson,A.Reid,Klein,Campbell等

に つ い て もそ の 序論 か ら,彼 らが 少 な く と も奴 隷 制 に 関 す るマ ル ク ス主 義 的

な議 論,特 にネ オ ・マ ル ク ス主 義 に よ る奴 隷 制 研 究 を熟 知 一 どの くら い十

分 に熟 知 して い た か とい う点 につ い て は著 者 そ れ ぞ れ 異 な って い よ うが 一

して論 じて い た こ とが わ か る。

まず,奴 隷 制 に 関 す る これ らの 著 作 や論 文 集 か ら,奴 隷制 の圧 倒 的 な 遍 在

性 が印 象 づ け られ る。 遍 在 は 地 域 的 に も,ま た 時代 的 に も,明 らか で あ る。

い た る とこ ろ に奴 隷 が存 在 し,か つ 奴 隷 制 が存 在 した。 ま た,い つ の 時 代 に

も奴 隷 及 び 奴 隷 制 が 存 在 して い た よ うに思 わ れ る(19世 紀 後半 か ら20世 紀

前 半 に か け て,そ れ ぞ れ 奴 隷 制 が 廃 止 さ れ る に至 る ま で)。 そ れ は ま った く

議 論 の 余 地 の な い ほ どだ とい って よい 。 そ して ま た そ の奴 隷 制 の 多様 性 に も

圧 倒 され る。 従 来 の 「歴 史 発 展 の 五 段 階 論 」 か ら言 え ば,原 始 社 会 崩 壊 の 過

程 にお いて 奴 隷 制 が支 配 的 に な る以上,ア ジ ア,ア フ リカ を 中心 と した プ リ

ミテ ィ ブ な 社 会 に お け る奴 隷 の 遍 在 は 当 然 で あ ろ う。 だ が,パ タ ー ソ ン

(2001)や モ ー リス ・ブ ロ ック(1996)が 言 う よ う に,奴 隷 は,こ れ ま で考

え られ な か った よ う な狩 猟 社 会 に も 一 稀 で は あ るが 一 存 在 して い た とい

わ れ る。 そ れ 以 上 に問 題 な の は,プ リ ミテ ィ ブな 社 会 に奴 隷 制 が 埋 め込 ま れ

て い るか の よ う にみ え る こ と で あ る。 或 い は,プ リ ミテ ィ ブ な社 会 と奴 隷 制

が共 存 して い る と も言 え る。 つ ま り,多 くの場 合,こ れ らの 奴 隷 制 は け っ し

て プ リ ミテ ィ ブな 社 会 の 崩 壊 の過 程 で生 れ て き た とい った レベ ル の もの で は

な い の で あ る2)。

ここ で 明 らか にな った 奴 隷 制 の遍 在 は,従 来 の 「歴 史 発 展 の五 段 階 論 」 を
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利するかにみえるが,決 してそうではない。 まず,多 くの奴隷制は生産 と必

ず しも結びついていない。また,結 びついている場合でも,生 産様式や生産

関係を規定づけるほど,そ の社会において主要なものとはなっていないから

である。また,原 始社会の崩壊とともに成立 し,封 建社会(も しくは農奴制)

の生成 とともに衰退するとも言えないか らである。かのモルガン=エ ンゲル

ス説 に言 う一 具体的にはエンゲルス 『家族,私 有財産及び国家の起源』

(以下 『起源』 と略す)に おいてたかだかと調いあげたような 一,原 始社

会における生産力の発展とともに,私 有財産が生まれ,そ れが共有にもとつ

く原始社会を崩壊させ,階 級社会を成立させるが,そ の最初の階級対立 こそ,

奴隷所有者 と奴隷の対立である,と いったシェーマは到底通 じそうもないの

である。

このプリミテ ィブな社会 と奴隷制の共存は,た しかに,1880年 代に形づ

くられたかのようにみえるマルクス及びエンゲルスの原始社会論には適合 し

ない。とくに,エ ンゲルス 『起源』の原始社会=無 階級社会の記述 とは矛盾

する。だが,1850年 代,『 資本制生産に先行する諸形態』(以 下 『諸形態』

と略す)を 書いた頃のマルクスの 「本源的な共同体」の記述 とは齪頗をきた

してはいないのである。本源的所有にもとつく共同体,ア ジア的,ギ リシア ・

ローマ的,ゲ ルマン的共同体は,奴 隷制や農奴制のような社会的隷属 を包含

しつつ存在 しているのである3)。

では,生 産にそれほど関わりがないとしたら,そ のような奴隷制を,ど の

ように社会や歴史のなかに位置づけたらよいのであろうか。従来の奴隷制研

究がどうしても史上 もっとも代表的な奴隷制であるギリシア ・ローマ的な奴

隷制とアメリカ奴隷制に焦点をあててきたため,奴 隷制はつねに労働制度,

もしくは生産に関るものと考えられてきた(イ ングラム,1943)。 かつ奴隷は

売 り買いする商品,或 いは元手や資本の一部と考えられてきた。つまり,生

産的奴隷であろうと非生産的奴隷であろうと,つ ねに経済の視角から考察さ

れてきた。だが,奴 隷制研究の新展開が明らかにしたのは以下の諸点である。
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① 奴隷は仲間を増やす手段であった。

② 奴隷は従者を増やす手段であった。

以上,① ②はともに自己の勢力を増やす手段であったということになる。

これら,と くに①は,我 々の常識に反 している。購入や交換であれ,掠 奪や

誘拐であれ,捕 虜であれ,奴 隷が自己の家族,親 族,氏 族,部 族,共 同体の

成員を増やすための方法であるなどとは,我 々はなかなか想像することがで

きない。だが,周 囲の身内ではない集団に対 し,自 己の仲間や味方の少なさ

を嘆いているようなところや,依 拠すべき狩猟地や放牧地,あ るいは耕地が

人間に比べ余 っているようなところでは,仲 間や味方を増やす ことは切実な

問題である。出生率が低かったり,幼 児死亡率が高 く,平 均寿命が短いプ リ

ミティブな社会は,戦 争や飢餓のたびに,消 滅の危機に陥 りやすい。そのよ

うな危急の際,も し,い ずれ完全に身内になって くれそうな人間を購入や交

換,或 いはその他の手段によって得られるならば,好 都合というものである。

その可能性のあるのは,子 どもや少年少女,あ るいは女性ということになる。

問題 は,身 内になってくれる,あ るいはいずれ身内になって くれる(同 化す

る)と いうことは,そ の人びとはどのような属性でなければな らないか,と

いうことにある。答えは自ずから決まっていよう。他の家族,親 族組織 共

同体などか ら切 り離されていることである。他の親族組織や共同体と繋がっ

たままでは,身 内になったとしても,言 わば紐つきの身内である。その点に

おいて,奴 隷にはそのようなしが らみはない。外から連れてこられた奴隷は,

その親族組織に組み込まれなかったり,共 同体成員 と同等の権利が与えられ

なか ったりするが,し か し配偶者をあてがわれ,同 じコミュニティで生れた

奴隷の子 どもはもう売 られることはな くなる。二世代 目,三 世代 目と代を重

ねつつ,次 第に親族組織に組み込まれ,同 等の権利を与えられることになる。

狩猟社会に至るまで奴隷が存在するという意味は,お そらくここにあろう。

②についても,同 様のことがいえる。 この場合,単 なる身内や仲間ではな

く,自 分の言 うことを聞く人間が欲 しいのである。これは,時 には,妻,子
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ども,義 理の家族を増やすことによって も果される。自分に従 う人間は,多

くの場合,自 分に扶養 される人間である。奴隷を手に入れ,そ れを扶養 し,

そしてそれらを侍らすことは,自 分の権威伸張の手段である。アフ リカのプ

リミティブな社会に顕著な奴隷兵は,そ れが武力に転化 した場合の例である。

我 々の常識では,奴 隷と兵士をイコールで結びつけることは難 しい。抑圧さ

れている奴隷に武器を持たせたところで,反 抗のための手段を与えることに

なるだけで,主 人に忠誠を誓 う兵士になりうるのか,大 いに疑問だか らであ

る。だが,奴 隷が もとの共同体から引き離 され,奴 隷 として しか生きていけ

ない世界では,奴 隷は主人に忠誠を誓い,主 人の寵に浴することで しか,自

らの解放を勝ち取ることはできない以上,奴 隷は兵士たりうる。そして,③

交換のための奴隷や生産のための奴隷が くる。①②の点において,す でに奴

隷には価値があることが理解 されており,接 触 した集団の間で,も のを交換

するように,奴 隷を交換することが行われたであろう。そ して,自 分たちが

欲 しいものを調達するために,奴 隷との交換によって手に入れるということ

が可能 となった。たとえその社会が生産面において奴隷にまだ価値を見出し

ていなかったとしても,交 換のための価値は容易に見出すことができたであ

ろう。事実,ア フリカの遠隔地貿易において,奴 隷は金や岩塩などと同 じよ

うに古 くから交換されてきたの も,そ のためであった。

何故①②が好まれたのか。他に仲間を増やす方法,従 者を増やす方法がな

いわけではない。だが,奴 隷による方法 もまた,仲 間を増やす方法及び従者

を増やす方法としてつねに優先的に選択 されてきたように思われる。 どうし

て身内や従者を増やす方法として,何 故奴隷が好まれたのか,或 いは選 らば

れてきたのかという問題は,結 局のところ,奴 隷 とは何かという問題に帰着

する。

では,奴 隷とは何か。奴隷及び奴隷制の本質については,様 々に議論がな

されてきた。マルクス主義の世界では,ス ター リンの定義がよく知 られてい

る。「奴隷制度のもとでは,生 産関係の基礎は奴隷所有者が,生 産手段を,
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また生産の働き手である奴隷を所有す ることであって,奴 隷所有者は,奴 隷

を家畜同様に売 り,買 い,殺 すことができる」。「富者 と貧乏人,搾 取する者

と搾取される者,完 全な権利をもつ者 と無権利な者,さ れらの両者のあいだ

のすさまじい階級闘争 一 これが奴隷制の光景である」(『弁証法的唯物論と

史的唯物論』国民文庫)。 さらに続 けて,ス ター リンは農奴について 「封建

制度のもとでは,生 産関係の基礎は封建領主が生産手段を所有 し,生 産の働

き手たる農奴を不完全に所有するということであって,封 建領主は,も はや

農奴を殺すことはできないが,売 買することはできる」 と述べ,奴 隷 と農奴

について,完 全な所有 と不完全な所有,売 り,買 い,殺 すことができる者と,

売買はできるが殺すことができない者の相違だとしか受け取れない記述を し

ている。20世 紀社会主義の歴史においては,こ の定義によってそれぞれの

国家や民族の歴史において奴隷探 しや農奴探 しが懸命に行われた。結果は,

それぞれの国家や民族において,奴 隷や農奴が発見され,「歴史発展の五段

階論」すなわち直線史観が実証 されたかのような印象がつ くられた。

19世 紀末 に出版されたイングラム 『奴隷及農奴史』 には,「 ともあれ奴隷

制の本質的特徴は,奴 隷主が奴隷の身体の所有者である一 この所有に由る

諸権利には多 くの制限があるにしても一 という事実の中に求め得ると考え

ていい」(イ ングラム1943)と 述べている。また,人 類学者による定義とし

ては,J.L.Watson(1980)は その序論で,「 奴隷制の財産 としての性格を

もっとも重要なものとして受け入れるべきである。 これこそが奴隷制と他の

従属形態や強制労働の形態とを区別する」と述べている。それに対 し,パ ター

ソン(2001)は,ま ず 「奴隷とは生まれながらに疎外 され,全 体として名誉

を喪失 した人間が永続的かつ暴力的に支配 されるということである」と定義

する。同書は 『世界の奴隷制の歴史』とのタイ トルで邦訳されているが,残

念ながら奴隷制がいかに発生 し,い かに拡大発展 したのかを系統的に述べて

いるわけではない。だが,奴 隷 と奴隷制に関する様々な示唆に富む議論を繰

り広げている。パターソンは,奴 隷 になるということが 「社会的死」を意味
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するというところから,「最 も奴隷 らしくない人間というのは,大 勢の人 に

少数の権利,権 力,特 権が拡散 している状況に置かれた人間である。他方で

奴隷は,た った一人の人に多 くの権利,権 力,特 権が集中する状況にある人

間である。 これは奴隷に関する限 り,重 要な所有される身分であることを意

味する」 と議論を展開 している。 このパラグラフは,筆 者が奴隷及び奴隷制

に関する議論において,も っとも啓発された部分である。ここで重要なのは,

奴隷になることは,社 会において,あ る人間一 大体においては一人の人間

一 との関係 しか存在 しない人間になるということである。そして,彼 はそ

の唯一の人間に隷属 している,も しくは,よ り徹底 したレベルにおいては,

その人間に所有されているということである。社会において生きている以上,

他の人間は存在する。だが,他 の人間は,彼 に何の権利 も義務 も負わないし,

また奴隷である彼 も,彼 が隷属 している,も しくは彼を所有 している主人以

外の人間に対 し主人を通 した関係 しか持ちえないのである。まさに彼は社会

的諸関係の網の 目か ら殴れてしまった,あ るいは剥ぎ取られてしまったとい

う意味で,社 会的に死んだ人間なのである。奴隷は外から,掠 奪されたり,

誘拐されたり,購 入 されたり,或 いは戦争の捕虜として,主 人の社会に投げ

込まれるが,そ れは同時に,奴 隷が生れ育った土地の社会的諸関係の網の目

か ら,剥 ぎ取 られる過程でもある。フィンレイが 「奴隷が異邦人であること」

を強調 したように,奴 隷 は本質的にその社会にとってアウ トサイダーなので

ある。

ここから,奴 隷である彼が,何 故私の身内になりうるか,あ るいは私の従

者になりうるかがよ く理解できるはずである。もとの関わりから引き離 され,

自分 との関わりしか持ちえない以上,彼 は私以外の他人と生きるすべを もた

ない。彼が私に隷属 している以上,逃 亡するか,自 殺するか以外に,私 の望

む生き方 しかとりようがない。そして,奴 隷制を持つ社会は,そ のような私

と奴隷の関係を合法的な ものとして認め,私 の奴隷に対する権利の行使は,

慣習や法によって保護される,と いうことになる。
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彼らが交換されたり,売 買 されたり,あ るいは生賛とされた り,恣 意的な

懲罰を受けたり,時 には殺されたりす るのも,主 人以外の人間と関わりを持

たないからである。社会的関わりを持たない,社 会的に死んだ人間であるか

らである。奴隷はよく家畜になぞらえ られ るが,確 かに家畜が主人か ら如何

に手ひどい扱いを受けていたとしても,他 人は口出しできない。それは家畜

が人間ではない以上,社 会的な関わりを持たないからである。奴隷もまた,

主人から手ひどい扱いを受けたとして も他人がそれを阻止することはできな

い。それは奴隷が社会的な関 りを剥ぎ取 られ,主 人 との関わりしか持たない

以上,彼 を主人の恣意から守ることは誰にもできないか らである。

奴隷がたった一人にしか関係を持たないこと,そ してたった一人に隷属 し

ているということが,権 威や権力を求める野心ある人々にとって,奴 隷をと

てつ もなく魅力的なものにしている。奴隷が如何に有能であっても,彼 には

世襲貴族のように誇 るべき家柄 もなければ,出 世 した彼を通 して権勢を振 る

おうとする父母も叔父や叔母 も,そ して当然一族の長老もいない。奴隷が持っ

ているものは皆,主 人である王が与えたものである以上,彼 がたとえ解放 さ

れ,家 族や養子を持ち,そ れらを出世 させたところで,も ともとそれ らはす

べて王が与えたものである以上,王 は自由にそれを回収することができる。

主人による解放とは尽きせぬ恩恵である。その恩に解放奴隷は,終 生をかけ

て報いなければならない(奴 隷の解放に関するパターソン(2001)の 議論

一 モースの贈与交換をベースとしている一 も示唆に富んでいる)
。・

それゆえ,王 は王族や貴族,或 いは伝統ある官僚層に代わって,自 らが解

放 した奴隷を高位につけ,彼 らを通 して権力を思 うままに振るうことができ

る。王以外に奴隷や解放奴隷をコン トロールできるものはいないからである。

アジア的な社会において,宰 相や高級官僚,或 いは司令官や将校,そ して盲

官に至るまで,奴 隷出身者が活躍,蹟 雇 した理由がそこにある。

それに対 し,た とえば一般の社会の家庭に生れた子どもは奴隷ではない。

子どもはどのように弱 く,無 能であっても,ま た,ど れほど,家 父長的な権
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力の行使が厳 しくなされようとも親の奴隷ではない。子 どもは,父 母,父 方

母方双方の親族,そ してコミュニティ,時 には国家や行政との関わりのなか

で生まれ,育 つのである。父母のほか,家 族,親 族,コ ミュニティも,子 ど

もに対 し権利を有 していると同時に義務を負っている。子どもが奴隷になる

としたら,飢 饅の時,止 むを得ず親が子どもを余所者に売 った時である。ま

た,ど んなに抑圧 されていようと公民は奴隷ではない。たとえ,北 朝鮮公民

のように餓死が予想 されるにもかかわ らず国家によって救済 されることのな

い,惨 めな存在であったとしても,彼 らは奴隷ではない。彼 らが公民である

以上,彼 らは様 々な社会的諸関係のなかで生活しているからである4)。

ここで少 し先走った議論をすれば,農 奴 もまた奴隷ではない。それは奴隷

が主人から殺される可能性があるのに比 し,領 主によって殺 されることはな

いか ら,で はない。農奴は社会的諸関係から引き剥がされた人々ではない。

彼らの身分は,そ の初期には引き続き奴隷と呼ばれたりしたか もしれないが,

農奴は現地に生まれ育ち,生 産手段を保有 し,か つ家族及び親族組織を持ち,

コミュニティに属する直接生産者であった。彼は,彼 の人身を支配する領主

と,彼 の耕地を所有する領主 と,同 時に二人の領主を持つことができた。村

落に幾つかの所領や荘園に入 り組んで存在 していた場合,彼 が複数の耕地を

持つならば,彼 はその耕地を通じて同時に二人以上の領主と主従関係を結ぶ

ことが可能であった。さらに,彼 は土地の教会で洗礼を受けることによって,

教会 とも正規の関わりを結ぶことができた。 コミュニティが村落共同体に組

織 されていた場合,彼 らは村落を背景に領主層 とバーゲニングを繰 り返すこ

とが可能であった。 さらには,村 落が幾つかの荘園や所領に分割されている

ことを利用 して,村 落に利害関係を持つ領主を競争させることもできた し,

隣接 した村落が連合 し,よ り大きな領主 とも対抗することも可能であった。

このような農奴の日常闘争は,主 人との関わりしか持たない奴隷には思いも

よらないことであったであろう。「歴史発展の五段階論」においては,往 々

に して,奴 隷革命や奴隷の主人に対する階級闘争が奴隷制を終焉させ封建制
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を切 り開 く動 力 と見 な され た が,奴 隷 が 日常 的 に可 能 だ った の は,せ いぜ い

サ ボ ター ジ ュ ぐ らい で あ り,逃 亡 は 繰 り返 され よ う と,奴 隷 に と って は命 が

けの 一 回 き りの行 為 で あ り 一 主 人 に と って 日常 の 出来 事 で あ った か も しれ

な いが 一,奴 隷 自身 に と って逃 亡 は 日常 闘争 で は あ りえ なか った 。

3.奴 隷制と奴隷制的生産様式

パターソン(2001)は,「 奴隷制の本質には奴隷が労働者であることを要

求するものはなにもない。労働者としての労働者 は奴隷としての労働 となん

ら固有の関係を持 っていない」 と従来の生産のための奴隷観の廃棄を呼びか

ける。 もちろん,こ のことは奴隷が労働者 として使われる可能性を排除す る

ものではないが,そ れは 「奴隷が必ず労働者を意味するということではない。

わた しが繰返 し強調 してきたように,前 資本主義社会の奴隷の多 くは労働者

にするために奴隷化されたのではない。む しろ彼らは主人に経済的負担を負

わせたと言えるかも知れない」 とまで,言 い切っている。

1970年 代,80年 代に公刊された諸文献か ら理解できるように,奴 隷制の

遍在性が実証され,ま たその多様性が明らかにされてきたことか ら,パ ター

ソンの主張は大筋として当っている。様々な社会の種々の奴隷制において,

主人は必ず しも奴隷を生産のために調達 したわけではないし,ま た獲得 した

奴隷を生産に振 り向けたわけでもない。む しろ,そ の多 くは生産とは関係が

あるとは思われない部署で使われたのである。だが,Campbell(2004)が

序論で述べているように,プ リミティブな社会における奴隷制を,生 産的か

非生産的かで二分することは,こ れまた生産的な議論であるとは思われない。

たしかに奴隷制は生産にそれほど関らずに存在 しうるとしても,生 産とまっ

た く接点のない奴隷制というのは理念的にはともか く,現 実には存在 しえな

いであろう。家内奴隷や宮廷の娯楽のための奴隷,宗 教的な奴隷といえども,

生産 もしくは経済にまったく関係がないとはいえないからである。たとえば
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祝 祭 や供 犠 とい った こ と も,ト ー タル な意 味 に おい て,社 会 的 生 産 或 い は社

会 の再 生 産 と深 く関 って い るか らで あ る。

奴 隷 制 の遍 在 を説 明 す るの に これ ま でマ ル ク ス主 義(と くに 「歴 史 発 展 の

五 段 階 論 」,が と って きた よ うな,生 産 あ る い は経 済 的 理 由 の み に よ る説 明

で は,十 分 に説 明 しきれ な い と い うの は真 実 で あ る。 だ が,奴 隷 制 を発 生 さ

せ た り,拡 大 させ た 要 因 が,主 に政 治 的,あ る い は文 化 的,宗 教 的 的性 格 を

有 して い た と して も,そ れ らを含 めて 広 い意 味 での 利 害 関 係,社 会 的生 産 及

び再 生 産 に も とつ く説 明 は可 能 で あ る。

マ ル クス 主 義 者 の プ リ ミテ ィブ な社 会 に対 す る理 論 的 ア プ ロー チ は,そ の

よ うな 社会 的生 産 及 び再 生 産 を生 産 様 式 と して捉 え よ う とす る もの で あ る。

ゴ ド リエ や メイ ヤス ー に始 ま る マ ル ク ス主 義 人 類 学 は,プ リ ミテ ィブ な 社 会

を理 解 す るた め,幾 つ か 斬 新 な生 産 様 式 概 念 を創 り出 した。 ま た ア ジ ア的 生

産 様 式 概 念 復 活 に も力 を貸 して い る。 ま た,こ の潮 流 の な か に奴 隷 制 的生 産

様 式 概 念(slavemodeofproduction)も ま た再 登 場 して い る。

実 際 には この 「奴 隷 制 的 生 産 様 式 」 は,か の 「五 段 階 説 」 とは 関 わ りを 持

た な い 。 そ れ ゆ え,奴 隷 の農 奴 へ の進 化 や,奴 隷 制 か ら農 奴 制 も し くは封 建

制 へ の 発 展 とい った 視 角 は,メ イ ヤ ス ー を例 外 とす れ ば,ほ ぼ存 在 しな い 。

そ れ は,む しろ,マ ル ク ス主 義 人 類 学 が創 り出 した プ リ ミテ ィブ な社 会 の 生

産 様 式 で あ る 「リネ ー ジ 的 生 産 様 式(lineagemodeofproduction)」 や

「貢 納 制 的 生 産 様 式(tributarymodeofproduction」 と同 じ種 類,同 じ レ

ベ ル の もの で あ る。 アル チ ュセ ー ル学 派 を受 け,こ れ らは様 々 に接 合 され,

多 彩 な 社 会 構 成 体(socialformation)を 成 立 さ せ る と考 え られ て い る5)。

奴 隷 制 的 生 産 様 式 に つ い て は,19世 紀 後 半 の ス ー ル ー 諸 島(Warren

2004)や 植 民 地 化 され る以 前 の ダ ホ メ王 国 な ど幾 つか 具 体 例 が あ が って い る。

も っ と も強 力 に奴 隷 制 的生 産 様式 論 を 展 開 して い るの は,Lovejoy(1983)

で あ る。Lovejoyは,「 奴 隷 制 が社 会 的 生 産 の 本 質 的 な構 成 要 素 で あ る時,

そ の 制 度 は さ らな る特 徴 を獲 得 す る」 と述 べ,さ らに 「社 会 に お け る周 辺 的
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存在から中心的な制度への奴隷制の変容は奴隷制にもとついた生産様式の成

立に結果する」 と力説する。彼によれば,ア フリカに自生 した奴隷制は,大

西洋奴隷貿易に先立 ち,す でに一部の地域(西 アフリカ沿海地帯)に おいて

奴隷制的生産様式といえるほどにまで展開 していたといわれる。そ してそれ

は,17世 紀以後,大 西洋奴隷貿易 における奴隷供給者として大量の奴隷輸

出を引き受 けることにより一 すなわち資本主義的世界システムに深 く組み

込まれることにより,奴 隷供給側のアフリカ諸地域の生産様式をも変容させ,

各地に奴隷制的生産様式を成立させたほか,西 アフリカなどでは奴隷制的生

産様式をいっそう強固な ものにした。

奴隷狩 りにより大量の人間が沿岸地帯 に連行される。そこから15歳 か ら

30歳 までの男達がアメリカに輸送 されるために抜き取 られる。 アメ リカ奴

隷制の奴隷需要は圧倒的にプランテーションの働き手である男達に集中した。

それに対 し送 り先のアフリカでは,奴 隷は女や子どもたちが好まれた。アフ

リカ各地の奴隷制の多 くは同化のプロセスを前提としている開かれた奴隷制

(openmodeofslavery)だ からである。女が農業の担い手でもあった点 も

見逃すことができない。それらの点において,ア メリカ奴隷制とアフリカ奴

隷制は相補的な関係にあった。沿岸地帯に残 された女,子 ども 老人は結局

のところ,現 地社会に奴隷として吸収 されるか,或 いはまた奥地に奴隷とし

て売 られることになった。沿岸地帯にせよ奥地 にせよ,奴 隷狩 りや奴隷貿易

に巻き込まれた地域では,女 や子 どもの奴隷や庇護民が増大 し,野 心家たち

はそれ ら不安定な立場や従属的な地位の者を囲い込むことによっていっそう

勢力を競うことになった。彼 らは奴隷貿易によって得た武器を使い,地 方に

君臨するとともに,奴 隷狩 りを強め,自 己の勢力拡大を図るために住民の奴

隷化を進めたのである。

19世 紀初頭より始まる欧米諸国の奴隷制廃止への動きは,19世 紀後半の

奴隷貿易の衰退をも招 く。だが,ア フリカ内部における奴隷貿易は衰退 しな

かった。却って奴隷労働を利用 したピーナッツ,ア ブラヤシ(パ ーム油,パ ー
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ム核)な ど経 済 作 物 の 生産 を 活 発 化 させ,奴 隷 制 的 生 産 様 式 の再 編 と延 命 を

もた ら して い る。 興 味 深 い の は,同 じ く19世 紀 後半 に ア フ リカ を 席 捲 した

イ ス ラ ム改 革 運 動 に よ って 成 立 した 諸 国(諸 勢 力)が,却 って奴 隷 制 及 び 奴

隷 制 的生 産 様 式 の 持続 に加 担 した とい う指 摘 で あ る。 そ の後,英 仏 に よ るア

フ リカ諸 国 の植 民 地 化 が進 み,ア フ リカ に お け る奴 隷 制 は衰 退 に 向 う。 そ れ

と と もに,奴 隷 制 に も とつ い た 生 産 様 式 で あ る奴 隷 制 的 生 産 様 式 もま た 消 滅

す る。

Lovejoyが,ア フ リカ の 奴 隷 制 的 生 産 様 式 に 関 して,そ れ が 資 本 主 義 的

生 産 様 式 に接 合 され た もの と して 当 該 地 域 の 社 会 構 成 を 構 想 して い る 点 は,

アル チ ュ セ ー ル の影 響 を受 け た マ ル ク ス主 義 人 類 学 の 特 徴 で あ る。 ま た,ア

フ リカ の奴 隷 が,植 民 地 期 に土 地(或 いは 家 園)を 与 え られ,村 落(往 々 に

して 旧 プ ラ ンテ ー シ ョ ンに設 け られ て いた)に 住 み,か つ 週 に数 日,自 分 の

土 地 で働 い て い る 時,そ の 奴隷 は す で に 「農 奴 」 で あ る と述 べ る時,メ イ ヤ

ス ー の影 響 が認 め られ る。

Meillassoux(1991)は,モ ー リス ・ゴ ドリエ と と も に,マ ル ク ス主 義 人

類 学 の 開 拓 者 と して 知 られ て い る メ イ ヤ ス ー が1970年 代 以 来 の 自身 の 西 ア

フ リカ奴 隷 制 研 究 を踏 ま え,書 き上 げ た もの で あ る。 同 書 が 出版 され る以 前

(フ ラ ンス語 版 初 版 は1986年 出版)に す で に,Miyers&Kopytoff(1977),

J.L.Watson(1980),AnthonyReid(1983)な ど,世 界 各 地 に お け る多 様

な奴 隷 制 に関 す る研 究,及 びOrlandoPatterson(1982)の,奴 隷 及 び奴 隷

制 す る斬 新 な 議 論 が公 刊 さ れ て お り,そ れ に 対 しこの メ イ ヤ スー の 著 書 は,

「奴 隷 制 の 人 類 学 」 と い うタ イ トル か らわ か る よ うに,そ れ ら奴 隷 制 に関 す

る人 類 学 的 議 論 を マル ク ス主 義 の立 場 か ら纏 め上 げ よ う と した もの で あ り,

奴 隷 制 の 一 般 理 論 と い っ た趣 き の あ る著 作 とな って い る。 だ が,そ の 結 果 と

して 同 書 は一 貫 して,奴 隷 の生 産 に携 わ る側 面 も し くは経 済 的 側 面 に こだ わ

る こ とに な っ た。 同書 が,パ タ ー ソ ン(2001)の よ うな成 功 を か ちえ る こ と

は な か った 理 由 も そ こ に あ る と思 わ れ る。
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メイヤスーの奴隷制論は,奴 隷制を労働の生産性の向上とは無関係に,人

間の剰余生産物を略取す る,唯 一の生産様式であると言い切る。 これには,

従来マルクス主義者が依拠 してきたエンゲルスの奴隷起源説に対する批判が

込められている。エンゲルス 『起源』は,「 すべての部門 一 牧畜,農 耕,

家内手工業 一 における生産の増大は,人 間の労働力に,自 己の維持に必要

である以上の生産物をつ くりだす能力を与えた」と述べ,そ こから戦争捕虜

が労働奴隷 として供給 されていく議論を展開 している。つまり,労 働の生産

性の向上が,当 時の歴史的条件のもとでは,必 然的に奴隷制をもたらしたと

述べる。それに対 し,メ イヤスーはどのような社会であれ,人 間は自分を養

う以上を生産 している,す なわち成人は若い世代を養 うことによって世代の

再生産をはかってお り,さ らに前の世代の老後の世話をもしていることをあ

げ,も し,そ のようなサイクルか ら人間を引き離 し,奴 隷所有者のために働

かすことができるな らば,主 人は彼の日々の労働の再生産のため以上の余剰

生産物をすべて略取することが可能となると述べる。奴隷が働けな くなった

ら,彼 に替えて新 しい奴隷を使えばいいので,彼 の老後のための費用す らい

らない,と 。

それに対 し農奴は,自 分の 日々の生活の再生産ばか りでな く,彼 の家族の

再生産,す なわち世代の再生産 も担 っているのである。 さらに,主 人をも扶

養 している。つまり,農 奴制は一定の労働の生産性の向上を前提にしなけれ

ば成立 しないのである。このようなメイヤスーの奴隷制論は,メ イヤスーが

奴隷を異邦人とみなしていることに由来する。 メイヤスーはこのような奴隷

制を,単 なる生産様式 としてではな く,再 生産様式として提示する。奴隷を

消費する社会は,奴 隷を供給する社会な しでは成立 しない。この二つの社会

の結合が奴隷制の再生産のサイクルを完成させるのである。すなわち奴隷制

的生産様式がその物質的生産を維持 してい くためには,人 間の再生産を他の

社会に押 し付けることによって,辛 うじて成立するのである。そしてこのよ

うな二つの社会の関係を原始的な階級関係(primaryclassrelation)と 呼
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ぷ。なぜならば,こ こにあるのは搾取(exploitation)で はなく,人 間の掠

奪(extortion)だ からである。

このようなメイヤスーの議論は,彼 がまさしくマルクス主義者であ り,奴

隷制に関するマルクス主義理論を自らの手で構築せんとする意欲を示 してい

る。それは,西 アフリカ史における奴隷兵に関 して,そ れが奴隷所有者(国

王や貴族)に 自由民(自 由農民)を 搾取 ・抑圧する手段を与え,階 層分解を

促進 し,階 級関係の成立をもたらす とするところにも,現 われている。あ く

までも,支 配するものと支配されるもの,搾 取するもの と搾取 されるものの

関係の検出にこだわ り続けている。また,メ イヤスーが生産に関る奴隷制の

様々なタイプを,単 純な労働奴隷 幾ばくかの土地を与えられた奴隷,耕 地

に居住 し地代を払う奴隷,そ して解放奴隷 と列挙 し,さ らに再三にわた り,

土地を与えられた奴隷や定住 した奴隷から,或 いはそれと没落 自由農民との

混合を経て,農 奴制への展望を見出そうとしている点においても,彼 のマル

クス主義への思い入れを感 じることができる。

マルクス主義である以上,発 展論的発想を持つことは当然である。だが,

彼が言及する農奴制への契機が,西 アフリカにおける具体的な農奴制への生

成に結びついたのかどうか,疑 問に思う。そこには我々には馴染みの 「小経

営的生産様式」の展開もなければ,当 然それに もとつく荘園制や領主制の展

開といったといったシェーマも存在 しない。上記のごとく彼の農奴制概念は

簡素であるため,そ れに該当する社会は存在する可能性が高い。だが,主 人

に地代を払う隷属民 ぐらいの低い水準で農奴制を規定 しても,残 念ながら,

それが具体的な歴史研究や歴史叙述に何か寄与するとは思えない。やはり,

実際の西アフリカの歴史において,そ の生産性の低さゆえ一 たとえば東ア

ジアや東南アジアと比較 した場合 一,農 業生産 に依拠 した収取 システムの

更なる展開(複 雑化)が 阻止されたと理解するしかないと思われる。それゆ

え,西 アフリカにおいては,生 産性の高さに依拠 しなくとも維持が可能な奴

隷制が長 く横行 し続けたのだと考え られる。
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我々はメイヤスーから,も っとも限界的なレベルの奴隷制について学ぶこ

とができた。限界的なという意味は,生 産性の向上を前提 しないレベルにお

いて成立する奴隷制 という意味である。 もちろん,こ のようなレベルから始

まったとしても,奴 隷制が奴隷を供給する側との関わ りや,奴 隷貿易とは無

関係に維持されえない以上,外 部世界との関わりから,生 産性向上へ向けた

刺激を受ける可能性は十分にある。だが,奴 隷制をめ ぐる内外の関係のなか

においては,新 たな余剰は,奴 隷所有者の富の蓄積や奴隷兵の給養,及 び遠

隔地貿易の支配に向けられる可能性が高 く,他 の収取システムへの転換への

刺激にはな らなかったであろう。

4.隷 属 の多様世 一 奴隷 と隷属農民

これまで見てきたように,奴 隷制研究の新展開により,奴 隷の遍在性が証

明されされたと同時に,奴 隷制の多様性 も明らかにされてきた。この多種多

様な奴隷の増大や奴隷制の拡大は,そ の社会の,資 本主義的な世界システム

への組み込 み(incorporation)と 深い関係を有するということも明らかに

されたと思われる。奴隷制の多様性は,実 は隷属や従属の多様性で もある。

しか し,奴 隷制の多様性 といっても,そ れは 「歴史発展の五段階論」 や

「世界史の基本法則」のなかで,言 われた種々の奴隷制 とは,様 相を異にす

る。 もちろん,家 内奴隷や債務奴隷は,い までも使われているが,そ れ らは

奴隷制のタイプ(家 内奴隷制,債 務奴隷制)を 表すためにではな く,奴 隷の

タイプを示すためのインデックスであり,ま た家父長制も,奴 隷制のタイプ

(家父長制的奴隷制)を 表すためにではなく,奴 隷制の相(特 徴)を 示すイ

ンデックスとして存在するといった方がよい。奴隷制 自体に種々様々要素が

見 られるほか,奴 隷制は他の様々な隷属のタイプと結びついて種々の 「社会

構成」を作 り上げており,そ れをそれぞれの奴隷制のタイプとして区別する

ことに意味がな くなった ということの反映であろう。
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さらに言えば,従 来のマルクス史学において頻出 した 「国家的奴隷制」

「古代東方的奴隷制」「総体的奴隷制」などといった概念についても,ほ とん

ど見かけることはないといってよい。「総体的奴隷制」はアジア的生産様式

下の公民(共 同体農民)の,王 や国家への隷属ぷりを示す用語であったが,

戦後 日本のマルクス史学では,古 代アジア(日 本を含めて)の 社会構成を示

すものとして読みかえられ,数 十年にわたり通用 していた。内容はアジア的

生産様式でありながら,奴 隷制を称することで,「歴史発展の五段階論」 に

おける古代奴隷制に適合する,両 義的かつ便利な概念であった。「古代東方

的奴隷制」 はソ連史学において,ア ジア的生産様式論を駆逐するために作 ら

れた造語であり,ア ジア的生産様式に見えるものは,奴 隷制のアジア的変種

であり,古 代アジア奴隷制の特徴であるとするもので,古 典古代の奴隷制を

成熟 した奴隷制 とみる観点から,初 期奴隷制と呼ばれることもある。「国家

的奴隷制」 は 「総体的奴隷制」及び 「古代東方的奴隷制」 と同じものをさし

ている。ただ,直 裁に,古 代アジア国家の公民(共 同体農民)の 隷属性が,

国家にとって奴隷と同一であるとの見解から名づけられている。「総体的奴

隷制」は,マ ルクス 『諸形態』において,ア ジア的共同体に君臨する包括的

統一体のもとにおける共同体農民の隷属ぷりを奴隷制になぞらえた比喩であっ

た。 とすれば,「 国家的奴隷制」や 「古代東方的奴隷制」の奴隷制 もまた比

喩で しかな く,そ のような比喩を現実のものと錯覚 しなければならない情

況 一 是が非でも奴隷制を創出しなければならず,も し奴隷がいなければ,

もしくは奴隷が少なければ無理にでも奴隷を作 り出さなければならなかった

情況 一 が消滅すれば,誰 も使おうとしなくなるのは当然であった。ただ,

「総体的奴隷制」については,ア ジア的生産様式論の擁護著たちが,本 来の

意味で使 う可能性がまだ残っている。

ここでは,奴 隷制 もしくはそれに類似 した隷属形態の多様性 を,ア ジア

ー 東アジア
,南 アジア,東 南アジアー をフィール ドとして検証 してみよ

う。戦前及び戦後のマルクス主義歴史理論において,ア ジアは特別な地位を
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占めた。アジアにおける支配 システムや隷属の形態がマルクスの歴史理論を

生み出 した古典古代や西欧中世のそれとは異なるということが,予 め了解さ

れていたか らである。だがこのアジア史の特有な性格は,歴 史理論の普遍性

妥当性を旗印に掲げるマルクス主義教義体系においては,占 めるべき位置を

持たなかった。それは,ア ジア的特殊性をうすうす知 りつつも,む りや り普

遍的な歴史法則のなかに押 し込めようとす るものであった。それゆえ,マ ル

クス史学のアジア史には,奴 隷制 も,そ してもちろん封建制も普遍的な発展

段階として存在 しえたのである。

では,20世 紀後半の奴隷制研究において,奴 隷制のアジア的な特性といっ

たものが問題になっているのだろうか。現代の研究者たち(主 に人類学専攻

の)は どう考えるのであろうか。実は,ア ジア的特徴に関心を持つ論者は,

意外に多い。人類学におけるマル クス主義的な奴隷制研究は西アフリカに始

まった。だが,南 アジア,東 アジア,東 南アジアを中心とした研究者,フ ィー

ル ドワーカーたちは,ア フリカの経験をもとに生み出された奴隷制に関する

理論,或 いは親族組織やコミュニティとの関わりに関する視角を参照 しなが

ら,南 アジアや東南アジアにおいては,そ れぞれの社会における奴隷制の特

徴をつかみつつ,新 たな理論展開を行 ったと考えられる。

Miyers&Kopytoff(1977)が アフリカの奴隷制をモデルに,奴 隷 と親

族が連続体(continuum)を なしている 一 同化のプロセスにおいて隙間

な く繋がっている一 と論 じたのに対 し,エ ドマン ド・リーチなどか ら奴隷

が親族組織の外にアウ トサイダーのまま存在 している例をあげての批判があっ

たが,Watson(1980)は それを受け,ア ジアにおける奴隷制の多 くはむ し

ろ,奴 隷と親族 は分離 していると主張 し,奴 隷制の二つのタイプ,オ ープン

(openmode)な 奴隷制 とクローズ ド(closedmode)な 奴隷制を提起 した。

アジアにおいては主流とされ るクローズ ド・モー ドの場合,奴 隷は異邦人で

はな く,同 国人である場合 も多い。その場合の奴隷化の原因は,犯 罪者への

処罰,債 務,貧 窮や飢饅である。 これらの奴隷は,親 族組織への同化のプロ
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セ ス を 拒 否 され て い るば か りで な く,往 々 に して差 別 さ れ て い る。

この奴 隷 制 の 二 つ の タイ プ は,そ れ ぞ れ の社 会 にお け る奴 隷 制 が親 族 組 織

や コ ミュニ テ ィ と どの よ うな 関 係 に あ る のか を量 る指 標 と して有 効 だ と思 わ

れ る。 個 々 様 々な 要 素 が 絡 む が,一 般 的 に言 って,オ ー プ ン ・モ ー ドが ア フ

リカ に 多 く,ク ロー ズ ド ・モー ドと して 挙 げ られ て い る のが イ ン ド,ネ パ ー

ル,中 国,朝 鮮 な どで あ る とい う の も,あ る程 度 理 解 で き る と考 え られ る。

つ ま り,そ こ にあ るの は奴 隷 制 を持 つ 社 会 が,自 己の 集 団(部 族 や コ ミュニ

テ ィ)が 外 部 の 集 団 に対 し少 な い と感 じて い るか,あ る い はす で に一 定 の 人

口 を持 って い る と感 じて い るの か に よ っ て,そ れ ぞれ の 集 団 の戦 略 が異 な っ

て く る と考 え られ る。 共 通 して い る の は お そ ら く 「人 が 欲 しい」 で あ ろ う。

だ が,前 者 は 「身 内が 欲 しい」,あ る い は 「仲 間 が 欲 しい」 で 括 れ る の に 対

し,後 者 は 自分 た ちの た め に働 く 「人 手 が欲 しい」 で 括 れ る の で あ ろ う。 そ

れ ぞ れ の集 団 の 既 得 権 を 持 つ 層 が 奴 隷 に対 しど の よ う に振 舞 うか に よ って,

前 者 で言 え ば 同 化 の プ ロセ スの 時 間 が 決 ま る よ う に思 わ れ る。 後 者 に お い て

は,ど の くらい 排 除 され るか,或 い は ど の く らい差 別 され るか が決 ま る で あ

ろ う。 そ して,文 化 的 も し くは 宗 教 的 な 差 別 の場 合,そ の差 別 は抜 き が た い

もの に な る可 能 性 が 高 い 。

東 ア ジア や南 ア ジア に ク ロー ズ ド ・モ ー ドが 多 い と され て い るが,豊 か な

自 然,広 い土 地 に 比 し,19世 紀 ま で 小 人 口 を か こ って き た 東 南 ア ジ ア に お

い て は,や は りオ ー プ ン ・モ ー ドが 主 流 で あ った よ うに 見 え る(Campbell

2004)。 ア ン ソニ ー ・リー ドに よ れ ば,東 南 ア ジア に は オ ー プ ン ・モ ー ド,

ク ロ ー ズ ド ・モ ー ドも,と もに 存 在 す る。 後 者 が 比 較 的 静 態 的 な社 会,労 働

集 約 的 な水 稲 耕 作 を 営 む 自給 自足 的 な 社 会 で あ る可 能性 が 高 く,前 者 は商 業

を営 む豊 か な都 市 が 典型 で あ る とい う。 外 来 の 奴 隷(ア ウ トサ イ ダ ー)を 受

け入 れ て い た の は,ム ス リム 圏(イ ン ドネ シ ア,ス ー ル ー 諸 島)に 顕 著 で あ

る。 ま た,東 南 ア ジア の奴 隷 制 が マ イ ル ドと見 られ て い た理 由 の 一 つ は,奴

隷 の来 源 が主 要 に は 債務 に よ る もの で あ った か らで あ ろ う。 債 務 奴 隷 は も し
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同じ社会 に属 していた場合,従 来の人間関係を完全に廃棄することは不可能

である。たとえ債務を返済するほどの財力がな くとも,家 族,親 族,同 じコ

ミュニティのメンバー,或 いは同じ宗教団体や仲間組織のメンバーは,債 務

奴隷に対 し潜在的な権利や義務を有 している。それゆえ,た とえ債務が期限

内に返済できず完全な譲渡が行われたとしても,債 務奴隷は動産としての奴

隷(chattelslave)と は異なる6)。

さらにもう一つ重要なことがある。それは,公 権力の奴隷や類似の隷属民

への強い関心である。その関心は究極的には,た とえ奴隷であっても王の臣

民である以上,そ こからも可能なかぎり賦役,税 を取 り立てようという動機

によっている,と 考えられる。或いは,奴 隷や私的隷属民を賦役や税の負担

者として取 り戻そうとする強い欲求がある。王は王族,寵 臣や功臣に奴隷を

賜与 したり,多 数の農民を使役する権利を認める。だが,一 方で,奴 隷が増

えたり臣下が囲い込む庇護民が増えることは,税 や賦役の負担者が減ること

を意味する以上,債 務者が奴隷化 しにくいように法を定めたり,臣 下が持つ

ことのできる奴隷の数を制限 したり,税 や賦役の負担者が減 らないような施

策 も怠 らない。また,奴 隷や隷属民に一定の権利 一 たとえば自分を買い戻

す権利や主人を替える権利など一 を認めることで,奴 隷に対する国家の干

渉を強め,奴 隷所有者,地 方実力者,貴 族や大官などの力が必要以上増大 し

ないようコントロールを加えている(Terwiel1983)。 王 は恩赦によって,

臣下の奴隷を部分的に解放す ることも行っている。19世 紀末,近 代化を目

指すタイにおいて奴隷解放が行われたが,そ れは王チュラロンコンのイニシ

アティブによるものであった。19世 紀,タ イの奴隷は全人口の三分の一か

ら四分の一を占めるといわれていた。タイの奴隷解放は,オ スマン ・トルコ

と同じくヨーロッパ列強の干渉を防 ぐために,や むをえず奴隷解放に着手 し

たものではあるが,従 来の東南アジアの王権 と奴隷制の関係を引き継ぎ,よ

りいっそうの王権の伸張を目指 したものともいえる。

アンソニー ・リー ド(Reid1993)が 挙げているオランダ額束イン ドの例
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によれば,政 府が必要とする賦役 とは,道 路,橋,灌 概溝,ダ ム,堰,運 河,

要塞の建設 と維持に加えて,さ らに植民地下におけるヨーロッパ植民地官僚

のための施設や郵便制度,そ して役人や政府調達物資,及 び税(銅 銭)の 輸

送のための労役の提供及びそのための馬車や牛馬の供出などである。 これら

から,何 ゆえこれらが,公 民或いは王臣の賦役となったのか,理 解できよう。

つまり,こ れらは主に,も ともとが共同体の成員による 「共同体のための賦

役労働」によって担われるものだったのである(望 月清司1971)。 「共同体

のための賦役労働」は,個 々の共同体成員にとっては剰余労働であっても,

共同体にとっては必要労働であった。その起源は極めて古 くおそらくそれら

はプリミティブな共同体(小 共同体)の 時代か ら存在 したと思われる。マル

クス 『諸形態』に範をとれば,そ れ ら小共同体のうえに上位の共同体(包 括

的統一体)が 築かれ,そ の上位の共同体(王)が すべての土地(及 び水)の

所有者 として君臨するにいたる。共同体のための賦役労働は最終的にはこの

上位の共同体の首長のために捧げられることになる。小共同体と上位の共同

体との力関係によって,ど の程度が小共同体のために残 されるか,統 一体に

奉納されるかが決まる(貢 納関係)。 共同体のための賦役労働を超えた苛酷

な貢納の要求は,先 のメイヤスーをなぞれば,原 始的な意味における 「搾取」

であろうし,包 括的共同体 と小共同体の関係は,原 始的な階級関係に転化す

る(ロ ーザ ・ルクセンブルク)。包括的統一体の支配の もと,次 第に公権力

が小共同体を経ず王民を個々に把捉するようになるにつれ,貢 納 は国家への

賦役や税にとって替られる。国家が小経営を行 う個々の農民の余剰労働,余

剰生産物を直接収取する可能性が生れる。小共同体は消滅 し,親 族組織が伸

張するか,土 地所有にもとついて再編された新たな共同体(村 落共同体)が

形づくられるかは,基 本的には個々の民族やその地域社会の戦略によるもの

と考えられる。

アジア的国家の 「共同体のための賦役労働」への要求(権 利)は 根本的な

ものであると思われる。土地や水の所有者である王の支配の下においては,



マルクス主義と奴隷制をめぐる諸問題(2)35

直接生産者の負担は 「地代と租税の一致(未 分化)」(マ ルクス 『資本論』第

三部第四七章)の 形態をとり,そ の国家は 「共同体のための賦役労働」を通

して,農 民の剰余労働,剰 余生産物を可能なかぎり吸収せんとする傾向を強

く有していた。

共同体を古典古代的共同体 ととれば,市 民と奴隷は峻別され,奴 隷は市民

である主人を通 して しか社会的関係を持 ちえない以上,共 同体(都 市国家)

が奴隷に直接関ることはない一 元市民は別として。 しか し,ア ジア的社会

においては,土 地(王 土)に 住み,王 の統治に浴するものはみな王臣とみな

され,実 際にはともか く奴隷及びその他の隷属民も,潜 在的には 「共同体の

たあの賦役労働」を負担することを期待されている。それが実現するかどう

かは,王 と奴隷所有者(王 臣)と の力関係による。公民と奴隷の境界が暖昧

にならざるをえない(Shutherland1983)の も,主 要にはそのためである。

この奴隷に対する公権力の強い関心は,東 アジアにおいて も同様に存在す

る。たとえば,北 魏以降の均田制は当初,奴 隷(賎 民)へ の給田をも含んで

いた。惰代に入 り土地の不足から奴隷への分給は廃止 されたが,日 本におけ

る班田収受においては,奴 碑への給田も行われている。国家か ら給田を受け

る奴隷は,ど のように言いつ くろったとしても一 このような規定は奴隷を

多数擁 している奴隷所有者 のための規定であるといった議論があるにせ

よ一 公権力の関心の対象であることには違いない。 さらに,朝 鮮において

は,李 朝期にそれぞれ40万 から50万 人の公奴碑,私 奴埠がいたと言われる。

だが,公 奴碑は人頭税を納めており,私 奴脾に関しても,良 民を確保 しよう

とする国家と奴隷所有者の間でせめぎあいがあった。国王は貴族たちの経済

基盤を弱める手段として奴隷の解放に積極的であったといわれる。

最後に,上 記の奴隷制に関する議論が,中 国西南の奴隷制の理解に寄与す

るかどうかを検証 したい。社会主義中国において例の 「歴史発展の五段階論」

がそのまま少数民族の歴史にも適用されたところから,西 南諸族の社会に奴
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隷制を発見 しようとす る試みが熱心に行われた。ただ,そ のなかではワ族の

奴隷制と涼山種族奴隷制が検討に値する。 ワ族奴隷制は,民 国期にすでにそ

の存在が知 られていた。 ワ族においては,奴 隷はほぼ債務が原因であり,債

務の質にとられたのは大体は子 どもであった。そのような子 どもは,主 人を

親と呼び,主 人 とともに働いた。 このような債務奴隷は,主 人によって売 ら

れる可能性があったが,そ の家族 に最後まで請け戻す権利が残 っていた。主

人に気に入 られるとその養子 とな り,主 人の親族組織の一員 となった。奴隷

も結婚することができた。 ワ族には,終 身の奴隷や世襲的な奴隷がいないと

ころか ら,奴 隷は結婚,子 どもの出産,一 家を構えるといった一連の過程の

なかで,コ ミュニティに同化 していったのだと思われる。以上,ワ 族奴隷制

は,債 務奴隷が多数を占あること,同 化のプロセスがあり,奴 隷はすみやか

にコミュニティに同化 したことから,東 南アジア的な奴隷制であるといえる。

では,中 国でもっともよく知られた涼山種族奴隷制はどうであろうか。涼

山舞族奴隷制においては,奴 隷はその最盛期(民 国期末)に 人口の43パ ー

セ ントを占めたといわれる。誰もがこの数字に驚かされるが,こ のように奴

隷が大量に集積 されたのは,彼 らがアヘ ンに関 ってか らのことであったと思

われる。アヘンを元手に手に入れた武器が舞族(ノ ス)の 涼山周辺社会への

襲撃を容易にし,さ らに掠奪 してきた奴隷の生産(ア ヘ ン栽培や食糧生産)

への利用を促 したのである。それ以前 に,一 体涼山地区にどのくらいの奴隷

がいたのかについて,ほ とんど依 るべき数字がない。一説によれば,約10

パーセ ントぐらいであったと言われている。奴隷をも商品のなかに含めるよ

うな繁栄 した商業ネットワークとの関わ りなしで,大 量 の奴隷を蓄えること

は,一 般には考えられない。 自生的な生産や交易のシステムのなかで,大 量

の奴隷を抱える必要 も,そ れへの刺激もないか らである。筆者が知る限り,

大量の奴隷を抱える社会は一 古典古代世界を除けば一 みな近代以降の資

本主義的世界 システムとの関わり,特 に奴隷貿易のネ ットワークとの接触 に

大きな刺激を受けている。アフリカであれ,ア ジアであれ,首 長や王はみな
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貿易を独占し,ヨ ーロッパからの武器の輸入を独 り占めにした。武器 と交換

できるもっとも有力な商品が奴隷であった。その結果が,周 辺諸族に比べ卓

越 した武器を持ち,相 対的な劣勢 に陥った諸族に向け奴隷狩 りを行 う新興首

長国や新興国家の誕生であった。ただ,涼 山の場合,外 界との関連は,ア ヘ

ンと武器の取引であり,奴 隷 との交換ではなかった。というのも,彼 らが相

手にしていたのは,中 国の軍閥であったか らである。また,涼 山内部ではそ

れぞれ家支(宗 族)に 分れ抗争を繰り返 してお り,公 権力の存在とは無縁で

あった。

涼山郷族奴隷制において特徴的なのは,黒 弊以上と白亦(一 般民)以 下 と

の間にある峻厳な差別である。 というのも,黒 舞は奴隷の血が混ざっていな

い純粋な血統であることを誇っているからである。さらにもう一つの特徴が,

岬西(家 内奴隷)→ 安家(家 持ちの奴隷)→ 白舞へのゆっくりした上昇が可

能なことであった。本稿の上記の議論から,こ れを同化のプロセスであると

見るのは容易である。つまり,涼 山弊族奴隷制は,一 方ではオープンな奴隷

制として,外 来者の同化のプロセスとして機能 しながら,一 方では亦族社会

の峻厳な身分差を象徴するものとして機能 している。

中国の研究者の多 くは,鼻 族奴隷社会が 「五段階論」における奴隷制の格

好の見本(「生ける化石」)で あるとの見地から,涼 山の奴隷制の苛酷さを過

度に強調する傾向があり,こ の岬西から安家を経て白舞への上昇 も民国末に

は難しくなったと述べている。この点については,涼 山における奴隷が民国

期に急増したことが関係 していよう。奴隷はアヘンの栽培や食糧の生産のた

めに必要とされていた。意のままに使役できる奴隷を必要としていた黒舜た

ちは,奴 隷から白亦への上昇を簡単には認めようとしなくなったのであろう。

また,黒 舞 にならって白腫も,み ずか らと奴隷 との間の区別を強調するよう

になったのであろう。だが,そ れが涼山奴隷制の本来の形であったとは思わ

れない。あ くまでも民国期以降の亦族社会の変質によって同化が次第に難 し

くなったのだと考え られる。
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家持ちの奴隷である安家が奴隷か農奴かをめ ぐって,中 国の歴史家の間で

論争があった。大勢は,主 人である無罪に人身を強 く拘束されていることを

もって,安 家 もまた奴隷 とするものであった。 たしかに,小 さな耕食地を保

有するぐらいで,農 奴 とはいえないであろう。奴隷に自分の食い扶持 ぐらい

をまかなうために家鼠を割当てることは,多 くの奴隷制にみられるところで

あ り,ま た,誰 か適当な異性をあてがうことも,し ばしば行われている。そ

れゆえ家庭を持 ったことで奴隷ではな くなった とも言えない。逆に,跡 継ぎ

がいない家の財産を主人が取 り上げることは,中 世の領主が農奴に対して行っ

ており,奴 隷制に固有のことではない。ただ,安 家の子 どもを主人が召 し上

げて,ま た岬西 として使役することは,安 家が奴隷であるところの有力な証

拠との見解には,一 定の説得力がある。

しかし,そ の理由として,人 身の占有をあげ,人 身の占有をもって奴隷と

する見解は,誤 っている。というの も,封 建社会における農奴 もまた当初,

人身の占有から始まったと考えられる以上,決 め手にはな らないか らである。

この議論(奴 隷か農奴か)の なかで筆者が注 目するのは,安 家の家支の強

さである。外来の奴隷であった場合,当 然安家は親族がいないところから出

発する。ただ世代ごとに結婚と子育てを繰 り返せば,安 家 も数世代で親族或

いは家支を持つことになる。言われているように,跡 継ぎなしで死亡 した安

家の家支が,財 産を没収 しようとする主人(黒 舞)と 交渉 したり,あ るいは,

子 どもを岬西として召 し上げないように圧力をかけることができるようにな

れば,一 応の親族組織を持 ったといえるのではないだろうか。

安家は親族組織(家 支)を 持ち,徐 々にではあるが,黒 郵 に異議を唱える

ことが可能になる。時には,幾 つかの家支を束ねて黒舞に抵抗する。これは,

親族組織(家 支)が あるか らこそ可能であり,単 身の奴隷や,或 いは子ども

を生ませるために配偶者をあてがわれたとはいえ,家 族が社会的に認知され

た組織 として成立 していない時期においては,到 底不可能な行動なのである。

後は,個 々の安家が,小 農民経営の主体 といえるほど,直 接生産者として成
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長 しているかどうかである。それが実証されれば,安 家隷農説や安家農奴説

が可能となる。

涼山弊族奴隷制において,も う一つ注目されるのが,公 権力の不在である。

自生的な,小 規模な奴隷制において,公 権力,公 的強力が不在であるという

のは,不 思議ではない。だが,涼 山蜂族は当時数十万人の規模を擁 しており,

小規模な社会とはいえない。それゆえ,地 の利があったとはいえ,度 重なる

国民党軍閥の掃討戦に対 しても,有 力家支が連合 して打破することができた

のである。公権力もしくは政権の不在については,す でに言及 したことがあ

る(福 本2005)。 中国の研究者たちは,鼻 族奴隷制はギ リシア ・ローマの奴

隷制と同じような,「 五段階」のなかの奴隷制を唱えている以上,こ の問題

をまったくは無視することができず,「 家支が政権の性質を持っている」或

いは 「政権の性質を持っている家支が連合 して支配 している」 と苦 しい説明

を行 っている。とすれば,涼 山に割拠する有力家支のそれぞれが政権であり,

涼山全体でいえぱ,そ の連合政権なのかということになるが,そ れでは家支

どうしが激 しく械闘を繰 り返 していること,そ してその際,小 競 り合いなど

で捕まった白舞以下のものや,同 じく敗れた側の白弊以下のものが,奴 隷に

されて しまうことをどう考えればよいのだろうか。いかなる意味でも公権力

が存在 しないことが,果 て しない血讐を繰 り返す最大の原因であ り,家 支が

「政権の性質を有する」 とい うのは,こ じつけである。家支の武力は強力

(ゲ ヴァル ト)で はあっても,公 権力とか政権といったものではない。む し

ろ,奴 隷制の維持は,公 権力や政権を必ずしも必要としないと考えるべきで

あろう。たとえば,領 域を支配するような集権的な権力(国 家)な しに,支

配階級としての貴族が多数の奴隷を支配 していた北アフリカの トゥアレグ族

のような例(Baier&Lovejoy,1977)が あることに注 目すべきであるT)。
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5.奴 隷制 と農奴制

涼山鼻族奴隷制における家持ち奴隷,安 家が奴隷か農奴かという議論を紹

介 したが,奴 隷 とともに,農 奴 も,社 会的隷属のタイプを示す用語として,

現在 もなお有効であるのだろうか。本稿では奴隷の遍在性について,再 三に

わたって言及 してきたが,奴 隷 と並んで隷属民を代表す る農奴に関 しても同

じことが言えるのだろうか。

実際には,農 奴制は隷属のタイプとしては,圧 倒的に少数派であるように

思える。多様な隷属関係を奴隷を一つの極 として,そ れとの対比か ら分析,

記述 してきたためであろうが,農 奴はそのような極,も しくは典型としては

出現 しない。奴隷制ばか りでなく,奴 隷制を含めた多様な隷属関係の研究が

なされてきたにも関 らず,農 奴制 とみなせ るケースは非常に少ないという印

象を受ける。土地に緊縛されている,も しくは土地を媒介にして,経 済外的

な強制や搾取を受けている,と いった性格づけによって,検 出される隷属の

タイプは,非 常に少ないと考えた方がよいであろう(地 主 ・小作関係 を戦前

の資本主義論争のように強引に解釈すれば別であるが)。 む しろ検出される

のは,ほ とんどの場合,人 身の所有や占有を巡 ってである。

さらには,実 際の農奴制(す なわちポス ト・ローマ期 もしくは中世初期の

農奴制)に おいても,そ の初期において,領 主 と農奴との関係は,土 地を媒

介にしたものというより,む しろ直裁に農奴の人身をめ ぐる関係であったこ

とも,農 奴制概念の適用を難 しくしている。中世初期,土 地に比 し働 き手が

少なく,領 主たちは土地を媒介にする関係よりも,人 身の保護関係を通 して

働き手を集め,そ れらを自己の領 内に囲い込もうとしていた。我々が一般 に

想像する土地を媒介 としての依附関係というものは,土 地が価値あるものと

なってようや く可能 となるのではないかと思われる。それ以前にあったもの

は,マ ルクス 『諸形態』の言 う大地もしくはテ リトリーの占有であり,土 地
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の共同体的所有や王有は,そ こか ら派生 したものであろう8)。

大地(領 域)を 占有す る,あ るいは領有するがゆえに,「共同体のための

賦役労働」を上位の共同体の首長や王が,先 取することができる。だが,そ

の具体的な展開は共同体の性格によって異なるであろう。アジア的な社会に

おいては,首 長や王は灌潮や治水 といった公共事業を通 して,「共同体のた

めの賦役労働」を可能なかぎり吸い上げることができるだろう。それに対 し,

マルクスの 「ゲルマン的共同体」においては共同体自身が個人的所有者の連

合体である以上,ア ジア的社会に比較 し,そ れは一 戦争のための動員を除

けば一 限 られたものになるであろう。マルクスは,ド ナウ諸公国において

は,賦 役労働か ら農奴制が生れたと述べたことがある。おそらくそこが 「ス

ラブ的共同体」 と 「ゲルマン的共同体」の違いであると考えていたのかもし

れない。西欧においては,中 世初期(ポ ス ト・ローマ期),首 長や領主は

「ゲルマン的共同体」 との間で 「共同体 のための賦役労働」をめ ぐりせめぎ

あいを続けなが ら,よ り具体的な個別の保護一被保護関係を通 して,領 民

(隷属民や自由民)か ら剰余労働や剰余生産物を収取するコースに向ったの

だと思われる。

ヨーロッパ古代,中 世史における奴隷制,農 奴制に関して,上 記の奴隷制

研究の新展開と同 じ時期に,マ ルクス主義者が,如 何なる研究を進展させた

か,あ るいはマルクス主義古代史家や中世史家が奴隷制や農奴制の歴史的展

開について,如 何なる構想を持っていたのかについて知 るのはかなり困難で

ある。それは,筆 者の言語能力に関る制約が一番大きいが,そ れ以外に,西

欧におけるマルクス史学自体が,日 本や中国(民 国期を含めて)に おけるマ

ルクス主義史学 と全 く異なる,と いう事情があげられる。たとえば,往 時,

日本のマルクス史学は分厚い層をなして存在 していた。たとえ,マ ルクス史

学に属 さない研究者 も,マ ルクス史学 と問題意識を共有しているということ

が十分に可能であった。このようなマルクス史学の繁栄は,多 分に日本(特

に戦後日本)と いう特殊な歴史的条件に多 くを負っている。 それを西欧に望
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む の は無 理 で あ ろ う。 た とえ ば,我 々 は戦 後 日本 の マ ル クス 主 義 者 の 奴 隷 制

や 農 奴 制 を め ぐる論 争 か ら,日 本 古 代 史 や 中世 史 な ど学 界 全 体 の 傭 鰍 が 可 能

で あ ろ う。 中国 史 に 関 して も,限 界 は あ って も,あ る程 度 可 能 で あ っ た と思

わ れ る。 そ こ に は マル ク ス主義 と歴 史 研 究 の浅 か らぬ関 係 が横 たわ って い る。

だ が,そ の よ う な情 況 を,西 欧 の古 代 史 中 世 史 研 究 に見 る こ と はで き な い。

マ ル ク ス主 義 的 な視 角 か らす る歴 史研 究 に も関 心 を寄 せ て い る森 本 芳 樹 や 佐

藤 彰 一 等 の 論 述 か ら も,そ の こ とは確 認 で き る。 マ ル クス主 義 者 は個 々 の分

野 に疎 らに存 在 す る にす ぎな い。 そ れ ゆ え,そ れ らマ ル ク ス主 義 者 を ま と め

て 取 り上 げ て も,そ こ に何 か 学 派 とか 同 じ学 説 が 存在 す る とは考 え られ ない 。

そ の 点 にお い て,E.P.ト ム ソ ン,ボ ブ ズ ボ ー ム とい っ た イ ギ リス の 一 群 の

歴 史 家 た ち は,恐 ら く,数 少 な い 例 外 で あ ろ う。

古 典 古 代 か ら西 欧 中世 にか け て,奴 隷 制 と農 奴 制 を め ぐ る,M.1.Finley

(1981,1999),G.E.M.deste.Croix(1981),PierreDockes(1982),Yvon

Garlan(1988),PierreBonnassie(1991),GuyBois(1992),M.L.Bush

(ed.)(1996),森 本 芳 樹(2004,2005),佐 藤 彰 一(2000)等 か ら,こ れ ま

で の議 論 や 問題 意 識 との 関 わ りにお いて 言 及 しな けれ ば な らな い こ とは,以

下 の二 点 で あ る。 ま ず,奴 隷 制 と農 奴 制 が 如 何 に関 って い るか を め ぐ って で

あ るが,議 論 は い よ い よ 複雑 化,か つ 錯 綜 して きて い る よ う に見 え る。 コ ロ

ヌ ス制 に象 徴 さ れ る よ うな,奴 隷 へ の 土 地 の 分 与 に よ る小 作 人 化 と,小 作 化

した 自由農 民 が土 地 に縛 りつ け られ る こ と に よ り,両 者 が 次 第 に融 合 し農 奴

制 へ の展 開 を促 した とす るよ うな 古 典 学 説,或 いは古 ゲ ル マ ン社 会 の非 自由

民(奴 隷)と 没 落 した 自由民 の荘 園 制 や 領 主 制 の も とで の 融 合 に よ る農 奴 制

の 成 立 説,そ の いず れ もが大 きな 挑 戦 を 受 けて い る よ う に見 え る。 従 来 の よ

う な奴 隷 制 か ら農 奴 制 へ の転 化,も し くは奴 隷 の農 奴 へ の 成 長 と い った単 純

で,明 快 な シ ェー マ は す で に 過去 の もの で あ る。 奴隷 制 が 幾 度 か の衰 退 と回

復 の繰 返 しを経 て 消 滅 に 向 っ た と考 え るDockesや,さ らに 奴 隷 制 の 消 滅 と

農 奴 制 の成 立 を別 の プ ロセ ス と見 るBonnassieやGuyBoisか ら,そ の 一
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端が窺われる。

農奴制の成立 とは,ポ ス ト・ローマ期の西欧に特有の歴史的諸関係の重畳

によるもので,奴 隷の農奴へ成長 とか奴隷制の農奴制への発達といったシェー

マには一般化 しえないとするほかないのであろうか。いよいよ具体的な歴史

過程や歴史叙述に縛 られ,農 奴及び農奴制は,一 般的な用語 として使われに

くい状況が生れてきている。

Finley(1981)は,農 奴をスパルタのヘ ロットなどの隷属民に対 し適応

する考えを,厳 しく批判 している。封建制下の農奴 とヘロットとの間の大き

な相違をあげているが,そ こにはやはり農奴が西欧中世社会特有の隷属を表

しているとの,あ る共通 した理解があると思われる9)。身分と階級をめ ぐっ

てなど,そ のフィンレイへの批判を繰 り返 しているDeste.Croix(1981)

もまた,同 じような主張を展開 している。それは,彼 が,封 建的生産様式は

「中世西欧的生産様式」と言い換え られるべきものだということを,彼 自身

のマルクス主義理解として述べている部分においてである。そこには,農 奴

制や封建制は,西 欧固有の歴史的諸関係の重畳によって成立 したものであり,

むやみに一般化できないとの含意があると思われる。

さらに,上 記の著者(特 に古代史家)た ちが,地 中海世界において存在 し

ていた隷属関係のうち,オ リエントに存在 していたそれを如何に見ていたの

かについて言及 したい。アレキサンダーの東方遠征の後成立 した後継国家の

なかで,オ リエントに政権を樹立 したセ レウコス朝やプ トレマイオス朝は,

古典古代世界とはまった く異なった社会,民 衆を支配することになった。彼

らは,ギ リシア人の植民を進めなが ら,都 市及びその周辺を彼 らがなじんだ

地中海世界に似せていった。隷属民として奴隷が大量に使われるようになり,

都市には市民 と奴隷の二つの極か らなる社会が作 られていった。だが,そ の

ような都市を離れれば,地 中海風に変容されない農村はそのままの姿で残 っ

た。農村からの余剰は,奴 隷を通 じてではなく,以 前 と同じような 「王の農

民」(共 同体農民)を まるごと搾 り取る方法がとられた。エジプ トやメソポ
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タ ミア の 旧王 朝 が と った 「共 同 体 の ため の賦 役 労 働 」 を積 秤 に救 い上 げ る収

取 シス テ ム が温 存 され た の で あ った 。 そ れ は ロー マ に も受 け継 が れ,東 方 の

異 質 性 は最 後 ま で 消滅 す る こ と はな か っ た。 これ につ いて は,す ぐれ た 古 代

史 家 で あ る太 田秀 通 が 的確 に言 及 して い る と こ ろで あ る。

こ の収 取 シス テ ム も し くは隷 属 関 係 に お け る東 方(エ ジ プ ト,メ ソポ タ ミ

ア,シ リア,小 ア ジア)の 異質 性 に つ い て,フ ィ ン レイ も言 及 して お り,そ

して,そ れが マル ク ス の ア ジア 的生 産様 式 で あ る こ と に も当 然 なが ら気 が つ

いて いた 。 彼 は,ギ リ シア世 界 に お け る動産 奴 隷,ヘ ロ ッ トを 含 む隷 属 関係

の 種 差 に言 及 す る と同 時 に,東 方 の隷 属 民 との 区 別 に つ い て も,明 確 に理 解

して いた と思 わ れ る。 彼 は社 会 ・経 済 シス テ ムが,西 方 と東方 で は ま った く

異 な って いた と述 べ る だ け で,東 方 が何 で あ るか,そ れ を は っ き り名 指 す こ

と は な か っ た(Finley1999)。 そ れ に対 しYvonGarlan(1988)は,東 方

に 存 在 して い た もの が ア ジ ア的 生 産 様 式 に基 づ くもの だ と明言 して い る。 彼

は ゴ ドリエ を 高 く評 価 して お り,こ の ア ジア 的生 産 様 式 に つ い て の 言 及 も,

そ こ 一 ゴ ドリエ を 含 め フ ラ ンス の マル クス主 義 者 に ア ジ ア 的生 産 様 式 論 の

支 持 者 が 多 い こ と 一 か ら もた ら され た可 能 性 が 高 い。 そ れ に対 しDeste.

Croix(1981)は,同 じ点 に 注 目 しな が ら,そ れ を 前 古 典 古 代 的 生 産 様 式

(Pre-Classicalmodesofproduction)と 呼 ぶ こ とを 提 案 して い る。 彼 が,

ア ジア 的 生 産 様 式 と呼 ぶ こ とを,ペ リー ・ア ンダー ソ ンやDanielThorner

に依 って否 定 して い る と こ ろか ら,や は りこ の概 念 を,西 欧 中心 主 義 や オ リ

エ ンタ リズ ム との 関連 に よ り否 定 的 に見 て お り,そ れ ゆ え,そ の使 用 を躊 躇

せ ざ る を え なか った の で あ ろ う。

以上,奴 隷制を中心に,そ の他の隷属形態,と くにアジア的隷属のあり方,

そ して農奴制について,様 々な議論を紹介 してきた。結論的なことを言 うに

は写すきるが,さ さやかながら小指すれば,以 下のように言 うことができよ

う。まず,奴 隷制は我々が従来想像 した以上に,も っと早い時期から成立す



マル クス主義 と奴隷制 をめ ぐる諸 問題(2)45

ること。 というのも,世 代の再生産を省略することによって,か つそれを他

の共同体(コ ミュニティ)に 押 しつけることによって,奴 隷制は早期に成立

することが可能であるからである。ただ,こ れは一般的には,小 規模な,も

しくはプリミティブな形態において成立する。また,奴 隷を獲得する目的 も,

経済的なもの,労 働や生産に関るものとは限 らず,奴 隷は様々な目的のため

に使用され る。それが,奴 隷制がいたるところに発見される理由でもある。

しか し,大 規模な,と くに経済的な利益を目的とするような奴隷制は,一 定

の経済的発展を前提にしなければ成立 しない。

もう一つの早期に成立する隷属のあり方,収 取 システムは,「共同体のた

めの賦役労働」の先取である。貢納制 と呼ぶことができる。灌概や治水を中

心 とした文明においては,農 業生産の発展を背景に,こ れは大規模に行われ

うる。そこでは奴隷は二次的な役割を占めるにすぎない。この灌概や治水を

中心 とした文明においては,諸 共同体に君臨する上位の共同体(包 括的統一

体)と その首長(王)が,「 共同体のための賦役労働」の収取を積秤に様 々

な公共事業を通 じて,諸 共同体を吸収 し,溶 解 し,直 接,個 々の共同体農民

を把捉するに至る。諸共同体は消滅するか,再 編を迫 られる。上位の共同体

(包括的統一体)は 統合度を強め,単 一の君主による専制国家に転移する。

共同体農民は国家に直接,賦 役及び税を納めることになる。 このような,小

共同体の消滅や機能縮小は,そ の余剰分が国家に吸収されることによって,

大規模な中央集権的官僚制,大 規模な軍隊,イ デオロギー装置,或 いは,国

家規模の流通を媒介する大商人や徴税請負人を給養する原資となる。そこで

は,階 層分解の中から,様 々に析出される隷属民(奴 隷)も また,賦 役の担

い手(官 奴埠)で あったり,潜 在的な担い手 として国家や行政の関心か ら漏

れることはない。

このように見れば,農 奴は決 してプリミティブな隷属民ではない。それは

まず,一 定の生産力の発展を前提 とし,さ らに農奴 自身の経営能力の向上を

必要 としている。 また,親 族組織やコ ミュニティをも含めて生産や再生産を
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行 っている。奴隷から農奴の直接生産者としての成長,あ るいは奴隷制から

農奴制への発展が,様 々に議論されても,な かなか一般理論としてモデル化

しえないのも,そ のためだと思われる。それに加えて,封 建制との関りを無

視することはできない。一方では,封 建領主が,単 なる大地主(土 地=生 産

手段の所有者)と してではな く,あ る領域とかテリトリーにおける公的権力

の行使者 として振舞 ってお り,そ れ ら領主層と,農 奴を含めたうえでの村落

共同体が 「共同体のための賦役労働」をめ ぐってバーゲニングを行 っている。

他方において,農 民及び農奴が親族組織や村落共同体を成立させつつ,農 民

(農奴)自 身の剰余労働,剰 余生産物を手元に残すたあに,地 代取得者でも

ある領主層 との間でさらにいっそうのバーゲニ ングを繰 り広げている。その

両者のバーゲニングは具体的には封建的なシステム(荘 園制,領 主制,レ ー

ン制等)の もとで行われている。 もしくは,そ のような封建的なシステムの

盛衰 と絡んで農奴制が成立 していったのである。それゆえ封建的なシステム

抜きに農奴制を語 ることは難 しいということになる10)。

再び奴隷制に話を戻せば,奴 隷制により社会的な生産が主要に担われる社

会は稀である。いずれの社会にも一般の農民(自 由農民であったり,共 同体

農民であったりする)が 存在 し,多 くの場合,彼 らこそが社会的な生産の主

要な担い手であったり,或 いは有力な担い手であったりする。また必ず しも

奴隷 とはいえない様 々な隷属のタイプの隷属民が存在 し,彼 らの生産におけ

る役割もまた無視できないか らである。多 くの西欧マルクス史家が農奴制と

封建的生産様式(西 欧中世)の 結びつきが歴史的に条件づけられた固有なも

のと考えているように,古 代ギリシア及びローマの労働奴隷制の成立もまた,

古典古代(地 中海世界)特 有の歴史的諸条件や歴史的諸関係の重なり合い抜

きにはありえない。その意味で 「歴史発展の五段階論」のような直線的な発

展段階論が誤 っていることは,言 うまでもない。であるとするならば,マ ル

クス主義的な発展段階論 は,現 在 もなお成立するのかということがマルクス

主義者にとって今後の問題となろう。
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《注》

1)こ の新動 向を示 す著 作及 び論 文集 としては,MauriceBloch(1975),Godelier

(1977),DavidSeddon(1978),JohonClammer(1978),StanleyDiamond

(1979),Crummey&Stewart(1981),Kahn&Llobera(1981),等 を代表 的な

もの と してあげることができる。

2)世 界各地 のプ リミテ ィブな社会 に,奴 隷制 が多いのは,近 代以後 プ リミテ ィブ

な社会に入 り込 んだ商人,植 民地行政 官,宣 教 師,探 検家な どの ヨー ロッパ人 が,

彼 らが遭遇 した現地社会の身分 や等級,及 びそれに伴 う所得や権力の格差或 いは

差別や抑圧 を,自 らの歴史経験 に重ね合 わせ て,奴 隷制(も し くは よ り少 ない頻

度において農奴制)と 呼ん だことに起 因す る部分 が大 きい。 とにか く奴隷 に似た

ものが多 くいれば,す なわ ちそ こに奴隷制が存在 する とい うことにな ったのだ ろ

うと思われ る。 これ らの奴隷制のなか には,奴 隷制 と呼ぶよ りも,他 の隷属形態

であ ると考えた方がよい ものが少なか らず含 まれ る。 だが,今 日的視 点よ り言え

ば,奴 隷制 に似た もの,或 いは報告者が奴隷 制 に似 ていると感 じた もの を含めて,

人類社会 におけ る様 々な隷属 の形態を考察す る必要 があると考 え られ る。奴 隷制

は,そ のなかで も前資本主義 社会においては最 も広 く存在 し,か つ もっと も重い

比重 を持 つ と考 え られ る。 したが って奴隷制研究 とは,奴 隷制 を中心 とした隷 属

の形態 を包括 的に扱 うことになろ う。

3)『 諸形 態』 冒頭の記述 か ら,お そ らくこの ような本 源的共同体(最 初 に大地 を

先取 した共 同体)も 始原 において成員相互 の関係 も比較的平等で あったと想定 さ

れ ていた と思 われ る。 マル クス主 義が知 識人 の常識 とされた頃,一 般 の読 者 は

『起源』 をまず最初 に読 み,つ いで 『諸形態』 を読 んだであ ろうが,そ の際,『 諸

形態』 における共 同体 と王や奴隷 の共存 に違和感 を感 じたであ ろう。無階級社会

もし くは共有や平等を示す語彙 と,支 配 や隷属 を示 す語彙 が区別 されず に混 ざ り

合 って記述 されてい るか らで ある。

4)奴 隷が主人以外 との関わ りを持たな いとい うこと,す なわち社会 的 に徹底 して

孤立 してい るとい うことが,主 人の奴隷 に対す る 「独裁」 や 「専制」 を可能 にし

てい ると考 える と,マ ル クスのア ジア的社会論が,ど う して 「互 いに孤立 した共

同体 」の イ メー ジに執 拗に こだわ ってい るのか よ く理解 で きる。1850年 代 のイ

ン ド社会論,及 び1880年 代 のロ シア社 会論 において,マ ル クスはつね にア ジア

或 いはロ シアの専制 政治 が 「互 いに孤立 した村落共 同体」 をその社会 的基盤 とし

ていたことを力説 していた。 すなわち,互 い に孤立 して いるということが,結 局

において,共 同体農民 を,国 土 の唯一 の所有者であ る君主や中央政府 に隷属 せざ

るをえ な くしていたのである。 アジア的社会 の専制的性格はそ こに由来す る。 ま

た,マ ル クス 『ル イ ・ボナパル トの ブ リュメール の18日 』 は,フ ラ ンス農民 が

互い に孤立 していて いること,互 いに孤立 してい るがゆえに,農 民た ちは自 らの

希望を カ リスマを継承 したと自称す る指導者(ル イ ・ボナパル ト)に 託 さざるを
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えず,そ れがナ ポレオ ン三世 のボナパルテ ィズム独裁樹立 に繋 が った ことを指摘

して いる。 マル クスにおいて,同 じメタ ファーが働いていた と思われ る。

「ロシアの 『農業共 同体』 に は,そ れを弱体化 し,い かな る点 か らみて もそれ

にとって有害 な,一 つ の特質 があ ります。 それは その孤 立性であ り,一 共 同体 の

生存 の他 の共 同体 との結合 の欠 如,す なわ ちこの ように地 域的 に固 まった小宇宙

た ることであ ります。 このよ うな小宇宙性 は,こ うい う型に内在す る特徴 的性格

と してどこにで もみ られる とい うわ けで はあ りませんが,そ れがみ られる ところ

で はどこで も,多 かれ少 なかれ中央集権的 な専制政治を共同体の うえ に成立 させ

ます。 このよ うな孤立性 は,も ともとはおそ らく領土の途方 もない広 さに由来す

る ものなので しょうが,そ の大部分が,蒙 古人 の侵入以来 ロシアが こ うむ らなけ

ればな らなか った政治的悲運 によって強 め られた もので あるこ とは,北 ロシアの

諸 共和国の連合 が証 明 して お ります」(マ ル クス 「ヴェ ・イ ・ザスー リチの手紙

への回答」『マル クス ・エ ンゲル ス農業論集』岩波文庫)。

「分割地農民 は,巨 大 な大衆 を成 していて,そ の構成員 たちは同 じ境遇 で生活

してい るものの,お 互 いにい ろいろな関係 を結 んでいるわけではない。 その生産

様 式のために,彼 らは互い に孤立 し,相 互 交流 が促進 されないのであ る。 フラン

スの粗末 な交通 手段 と農民 の貧困 ゆえ に,孤 立が いっそ う進 む」(「ル イ ・ボ ナパ

ル トのブ リュメールの一八 日」『マル クス ・コ レクション皿』筑摩書房,2005年)。

5)人 類学の フィール ドにお いて どのよ うな結果がでよ うと,世 界史 にお けるギ リ

シア ・ローマ的世界,及 び南北戦争 以前 のア メリカ奴隷制 が奴 隷制の代表例或 い

は際立 った例 と して受 け止 め られ る現状 に,今 後 も大 きな変 化はないで ろう。世

界 の奴隷制の多様性が証明 された として も,二 つの代 表的な奴隷制が その なかで

は特殊で,異 常 な奴隷制 であ った とされて も,こ の代 表性に変わ りが な く,そ れ

ゆえ今後 とも大 きな関心 の的であ り続け るであ ろう。 だ とす ると,生 産面 や経済

面 から奴隷制 を捉え る作業 が止 む こともな いであ ろう。 また,そ れを間違 いであ

ると,非 難す ることに も限界 があ ろう。言え るの は,ギ リシア ・ロー マ的奴隷制

とアメ リカ的奴隷制 にだけ焦 点を当て るので は,二 つの奴隷 制 にのみ偏重 してい

ては,人 間にと って奴隷及 び奴 隷制 とは何で あったのか とい う,そ の本質 が見え

てこない,と い うこ とであろ う。

6)ワ トソ ンが言 う伝統 中国にお ける奴隷(奴 僕)に ついて も同 じことがいえる。

窮乏 のため売 られた子 どもは,た とえ親が完全な譲渡 に同意 したと して も,子 ど

もの所在 がつ かめるかぎ り,潜 在的 な権利 や義務 を有 してい る。 たとえば,豊 か

な商家 や作坊(小 工場)に 金 で買わ れた奉公人が主人の仕打 ちのため非業 の死を

遂 げた場 合,家 族 が訪 ねてきて疑義 を唱 えた り,償 いを求め る可能性 は残 ってい

る。 また,官 衙 の遡及 や訴 追を受 ける可能性 があった。人身売買 は法 的には認め

られていなか った ことも,そ られ の可能性 を強 くして いる』 さ らに言 えば,明 清

期 ともなれば 一 日本の江戸時代 と同 じように 一 行政 のほか,個 人 を とりま く
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ネ ッ トワー クは分厚 くな っている。単 な る奉 公人で さえ家族,親 族組織 のほか,

仲間組織,義 兄弟,同 郷団体,宗 教 団体,無 尽や講 の ような ものか ら,は ては秘

密結社 まで,様 々に関係 を持 つこ とが可 能であ った。 それゆえ,た とえ金 で買 わ

れ,完 全な譲渡が行 われた として も,奴 隷 とはいえず,主 家 に従属す る身分 の低

い奉公人 と言 った方 があた っていよ う。

7)外 来 奴隷 に対 して,そ れへ の強力 の行使 は公権力 を装 う必要はな い。 それ に対

し,同 じ共 同体(例 え ば都市共同体)に 属 する者への支配は公権力を必 要 とす る。

ただ,外 来の奴隷 といえ ど も,オ ープ ンな奴隷 制においては,数 世代の うちに一

般 民(平 民)に 同化 され る。 その時,貴 族(黒 亦)の 平民(白 葬)に 対す る強力

の行使 は どう理解すれ ばよいのか。 それは,弊 族 の場合には,人 身の 占有関係 や

依 附関係によ って説明が可能 であろう。 つま り,オ ー プンな奴隷制 といって も,

弊 族の ように,支 配階級で ある貴族 と平民 の間には越 え られない差別が あ り,貴

族 と平 民の関係が,人 身の 占有 によって関係 づけ られてい るところで は,公 権力

な しで も支配 関係が維持で きる可能性 がある とは言 えそ うであ る。 さらに付 け加

えれば,奴 隷;ア ウ トサ イダーとされ る社会 では,共 同体(例 えば都市国家)全

体 が,ま るごとア ウ トサ イダーに対持 している。 つま り,共 同体 自身が外 に向か

い国家 として振舞 って いると考え られ る(滝 村 隆一)。

8)我 々が封建領主 というイメージか ら想像す る大土地所有者 の大土地 とは本来 は

領域 の ことであ り,大 地の 占有か ら派生 した ものであ り一 封建 とは国権の分与

である とは この意味 であろ う一,個 々の価値 ある土 地(耕 地)の 所有 を槙杵 に

地代 を搾 り取 る地主 一 小作関係 の地主 とは,そ の発生 の系譜を異 にす るもので

ある と思 われ る(小 領主や開発領主の場合,そ のどち らともいえない場合が あろ

うが)。

9)フ ィ ンレイ(Finley)と マル クス主 義 との関 りは微 妙で あ る。 また,晩 年 に

なる ほど,マ ル クス主義 的な見解 に批判 的にな った とも言 われて いる。 だが,

Bottomore編,『 マ ル ク ス主義 思 想事 典 』(DictionaryofMarxistThought,

Blackwell,1983)の 古代 社会(AncientSociety)と 奴隷制(Slavery)の 両項

をフ ィンレイが執筆 してい る。 この二つ の項 に関す るかぎ り,生 産関係,生 産様

式,社 会構成体 とい ったマル クス主義用語の用法 において も,そ れを用 いた論理

展 開において も,ま た生産様式論や社会的隷属 の形態 に関す る先行研 究の理解 に

おいて も,彼 がマル クス主 義者で はな いことを気づ くのが難 しいほ どの レベルで

論 じられてお り,そ のマル クス主義理解の深 さを示 している と思 われる。

10)さ らに付け加 えれば,ア ジア的な社会 における隷属 関係,収 取 システムは,必

ず オ リエ ンタル ・デ スポテ ィズムに結 果す るわけではな い。「共同体の ための賦

役労働」 は必 ず しも上位の共同体(包 括的共同体,国 家)の みが先取 するわけで

はないか らである。下位共同体の首長がその取得 に成功する場合 もあり,ま たい っ

たん国家 に奪 われた後,中 央 政権 の崩壊時 にそれを奪 い返す こと もある。 日本古
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代末期の在地首長層 が 「共 同体 のための賦役労働」を開発領主 として奪取 し,中

央政権を弱め 自 らの地方政権樹立 のために駆使 した例 もある。 上位の共同体 と在

地の共 同体の綱 引きによ って,種 々の変 異があ りうる。

重要 なことは 「共 同体 のための賦 役労働」の量的側面 ではない。 大規模公共事

業,玉 薬 や皇帝墓 の建設 をみ ると,投 与 された労働量 の大き さに驚か され るが,

問題 は 「共 同体 のための賦役 労働」 が国家や王の指揮 の もと種 々の事業 に投下 さ

れ るが,そ こにおいて国家 的統合 が進む ということ,そ してその後の国家や王の

恣意的 な使役 の布石 や先導 とな り,容 易 に直接生産者 の剰余 労働や剰余生産物の

収取を 「合法化」す る とい うことであ る。 アジア的社会 に顕 著な公私混 同はおそ

らくここに由来 する。

また洋 の東西 を問わず,権 力 もしくは公的強制力 とい うものが何を巡 って行使

されるのか も重要 な契 機 とな る。 先 ほどの開発領主は勧農権 の行使 にもっと も意

を用 いたであろ う。 それは古代及び中世(中 古)の 東 ア ジア諸国 も同 じであ った

と考え られる。或 いは,股 代のよ うに供犠権の行使が最 重要な場合 もあ り,イ ン

ドのよ うに祭儀権 が中心を 占め ることもある。 それに対 し西欧 中世 においては裁

判権が もっと も中枢を占めたであろう。それ らは各々の社会の支配 のあり方に関 っ

てお り,当 然 同時に支 配 され る側の同意の形成 に関ってい る。 それ ゆえ,さ きの

「共 同体 のた めの賦 役労働」 の先取 をめ ぐる抗争 やバ ーゲニ ング も,そ れ ぞれの

社会 において,大 き く様相を異にす る可能性が ある。
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